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I プログラム
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「交響するアジア :歴 史、思想、平和」
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歩 平 (中 国社会科学院近代史研究所 )
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「東 アジアの国際環境 と共生課題」
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鈴木 規夫  (愛 知大学 )
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中島 朋 義 (環 日本 海 経 済 研 究 所 )
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◆分野別セッション②人間の安全保障
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ⅡCV

①現職。所属、②経歴、③主要著書等

■第 1日 目 報告者

◆金 泳鏑 (KIM Young‐ ho)

①韓国 。柳韓大学総長。ソウル大学、東京大学、北京大学、ハーバー ド大学の客員教授、

延世大学及び高麗大学研究教授、大邸大碩座教授、慶北大学名誉教授。国際亜細亜共同体

学会共同代表。経済学博士。

② 1973年 ‐2003年 8月 慶北大学校経済学部教授のほか同大学長、同大学院長。

金大中政権では産業資源部長官 (2000年 1-8月 )に就任。 1992・ 95年東京大学教授に就

くなど韓国を代表する知日派知識人。「韓国併合 100年 日韓知識人共同声明」事業 (2010

年)韓国側発起人。 「国民動章牡丹章」(1998年), 「青竜保国動章」(2003年 )な ど受・

褒章歴を有する。

③『東アジアエ業化と世界資本主義―第 4世代工業化論』 (1988年 、東洋経済新報社)。

『朝鮮近代の歴史像』 (中村哲・堀和生 。安乗直 。金泳鏑編,日 本評論社、1988年 )。

(以上、日本語文献)

“韓日新国際技術秩序論"(1998年)、 “韓国の 2001年設計"(1998年 )。

“Co‐ Design of East Asia A■ er Financial Crisis"(20034「 )。

◆歩 平 (Bu Ping)

①中国社会科学院近代史研究所所長。中国史学会理事。中国東北日中関係史学会会長。

②ハルビン師範大学卒業。1978～ 92年黒竜江省社会科学院歴史研究所助手研究員、副研究

員、副所長、所長を経て 1992～ 2004年 に 黒竜江省社会科学院副院長。2004年より現職。

日中関係を歴史的かつ客観的な視点から論じ、2006～ 10年に 日中政府が開催の日中歴史

共同研究委員会 。中国国首席委員を担当した。

③『 日本の中国侵略と毒ガス兵器』 (明石書店)。

『未来をひらく歴史一日本 。中国・韓国=共同編集』 (共著・高文研)。

『中日関係史 1978‐ 2008』 (2009年 、東京大学出版会、共編)。

『若者に伝えたい中国の歴史 共同の歴史認識に向けて』(2008年 、明石書店、共編著)。

『 日本の中国侵略と毒ガス兵器』(1995年、明石書店)な ど、日本語文献多数。



◆毛里 和子(MORI Kazuko)

①早稲田大学名誉教授。政治学博士。

②1987年静岡県立大学教授、1994年横浜市立大学国際文化学部教授を経て、1999～2010

年早稲田大学政治経済学術院教授。日本における現代中国研究の第一人者。早稲田大学で

は21世紀 COE『現代アジア学の創成』(COE‐CAS、 2003‐06年度)拠点リーダーとして、

新しいアジア研究の方法論的枠組みの構築に貢献した。2010年に第 21回福岡アジア文化

賞および日本人研究者として初めての「中国学研究貢献奨」 (世界中国学論壇)をそれぞれ

受賞した。

③『中国現代政治』 (1993年 、名古屋大学出版会)。

『周縁からの中国― 民族問題と国家』(1998年 、東京大学出版会)。

『新版 現代中国政治』 (2004年 、名古屋大学出版会)。

『東アジア共同体の構築』第 1～4巻 (2006年 、岩波書店、編集代表 )

『 日中関係一 戦後から新時代へ』 (2006年 、岩波書店。06年、韓国語翻訳。08年、

中国語翻訳 2008年 )。

『 グローバル中国への道程 外交 150年』 (2009年、岩波書店 叢書 。中国的問題群 12、

共編著)。

◆グレン・ D。 フック (Glenn D.H00K)

①英国シェフイール ド大学東アジア研究所所長、教授、法学博士

②Obtained B.A(働rst class),political science(1973)and MA(first class),political science,

Un市ersity of British Columbia(197の .Graduated Japanese,Inter‐Un市ersity Center for

Japanese Language Studies at'Stanford Center(1997).Gained LLD(Political Science),

Chuo University Tokyo.

③アジア太平洋地域主義や環日本海サブ地域主義にいち早く着目し、日本語論文・著書を

含みアジア地域主義研究の論考を多数、発表。

『アジア太平洋の地域秩序と安全保障』(1999年 、MINERVA人 文。社会科学叢書)(共著)。

『軍事化から非軍事化――平和研究の視座に立って』 (1986年 、御茶の水書房)。
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◆下斗米 伸夫 (SHIMOTOMAI Nobuo)

①法政大学法学部教授

②1978年東京大学大学院修了・法学博士、1985年成険大学法学部教授、1988年 より法政

大学法学部教授。1992～ 94年ハーバード大学ロシア研究所客員研究員、1993年 ウィルソ

ン・センター招請研究員 、1998～ 2001年 朝日新聞客員論説委員 、2002～04年 日本国際

政治学会理事長。 2004～06年に日口賢人会議メンバー (座長 森喜朗元総理)。

③『スターリンと都市モスクワ』(1994年、岩波書店)。

『国際スパイ 。ゾルゲの真実』(1995年、NHK出版)。

『ロシア世界』(1999年 、筑摩書房)。

『新世紀の世界と日本』(1999年、中央公論新社)(共著)。

『ロシア・変動の構図』(2001年、法大出版)(編著)。

『アジア冷戦史』(2005年 、岩波書店、アジア・太平洋賞特別賞受賞)。

◆鈴木規夫 (SUZUKI Norio)

①愛知大学理事、国際コミュニケーション学部長・教授、国際問題研究所長。政治学博士。

②中央大学大学院を経て成曖大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学。長野県

短期大学助教授 (1994-1998年)、 ロンドン大学バークベック・コレッジ政治社会学部客員

研究員 (1998年)等を経て、愛知大学国際コミュニケーション学部助教授 (1998-2002年 )、

同教授 (2002→。エクサンプロバンス政治学院宗教研究所客員教授 。研究員、地中海研究セ

ンター客員研究員 (2005-2006年 )。

③『 日本人にとつてイスラームとは何か』(1998年、筑摩書房)。

「現代イスラームにおける内戦」日本政治学会編『内戦をめぐる政治学的考察』(2001年、

岩波書店 )。

「日本伊斯蘭研究的回顧与反思」Jヒ京大学国際関係学院『国際政治研究』第 4期 (2004年、

北京大学)。

『地球的平和の公共哲学「反テロ」世界戦争に抗して (公共哲学叢書 3)』 (2004年 、公共

哲学ネットワーク編,東京大学出版会)(共著)。

『グローバリゼーションと東アジア』(2005年、中央大学出版会)(共著)。

『現代イスラーム現象 :その恐怖と希望』(2009年、国際書院)。



◆佐々木 寛 (SASAKE HiroshD

①新潟国際情報大学情報文化学部教授。

②立教大学法学部卒、中央大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学

2009年 より現職。カリフォルニア大学バークレー校客員研究員 (2008年～)。

③『東アジア安全保障の新展開』(2005年、明石書店)(共編)。

『東アジア<共生>の条件』 (2006年 、世織書房)(編著)。

『戦争と権力』(2009年、ポール・ハース ト著、岩波書店)(訳書)。

『デモクラシーと世界秩序』 (2002年 、D.ヘル ド著、NTT出版)(共訳)。

◆馬場 公彦 (BABA Kimihiko)

①岩波書店編集局副部長。

②北海道大学文学部大学院東洋哲学研究科修了、アジア関係の学術図書の編集を手掛けつ

つ、早稲田大学アジア太平洋研究科博士後期課程満期終了、歴史認識の言説研究で学位 (学

術博士)取得。

③『「ビルマの竪琴」をめぐる戦後史』(2004年 、法政大学出版局)。

『戦後日本人の中国像一 日本敗戦から文化大革命 。日中復交まで』 (2010年 、新曜社)。

「出版界の中のアジアーー編集者の体験として」『現代アジアのフロティア』 (2004年、社

会評論社)(共著)。

◆徐 顕芥 KXU XianfeD

①早稲田大学現代中国研究所客員講師、政治学博士

②浙江師範大学卒、南開大学日本研究所で歴史学博士、早稲田大学政治学研究科で政治学

博士。

③「日中特殊論と西側協調論の間一 対中第二次円借款の凍結および再開の決定要因」『早

稲田政治公法研究』第 87号 2008年。

「第一次対中円借款をめぐる日中両国の政策決定要因分析」 (日 本)中 国社会科学研究会編

『東涼求索』2003年巻 (2004年、中国社会科学文献出版社)。

「日米経済の相互依存と摩擦」、中国社会科学院日本研究所『 日本学刊』2000年第 5期 (中

国社会科学文献出版社、2000年 )。

"The Study of Sino‐」apanese Relations in Japan and China,1990‐2005'',Modern Asian

Studies Review Vo12,Mar.2007,pp.79‐ 113.



■第 2日 目 分野別セッシヨン報告者

【経済】

◆中島 朋義 (NAKA」IMA Tomovoshi)

①環日本海経済研究所 (ERmNA)調 査研究部研究主任

② 専修大学大学院経済学研究科修士課程修了後、 1990年 ボス トン大学 (Boston

Un市ersity)大学院修了 (M.A in Economics取 得)。 東海総合研究所を経て 1997年 より

ERAINA所属。

③『現代韓日経済―進化するパラダイム』(2005年、環日本海経済研究所編、,日 本評論社)

(共著)。

『韓国経済の現代的課題』(2010年、環日本海経済研究所編、,日 本評論社)(共著)。

◆鄭 仁教 (CHEONG Inkvo)

①ProfessOr of Economics,Inha UnlversitB Incheon(韓 国仁荷大学教授),Director of the

」ungseok Research lnstitute(www ejri netl,President of Korea's lnternatlonal Trade

Economist Association

② Research Fe■ ow in the Korean lnstitute for lnternational Economic Policy(KIEP)

(1996・ 2004〉 He had been instrumentalin establishing the groundwork for Korea's FTA

pohcy and has been activelv involved as a member of Korea's negotiation team and

advisor in negotiating Korea's FTAs with Chie,Singapore,ASEAN,US,EU,」 apan,

NIercosur and others

③ He publshed 20 books on FTA,APEC,and East Asian economic cooperation,and 50

papers h academicjournals

"A Search for Closer Economic Relations in East Asia" 腸θ ttψ′″
“
θ Zω2o畿

Reフ2θ″′2007

"Korea's FTA pohcy:background and current progress"in r力 θj丘″Fa″ 』たο″ο″ ′ι ttθ

`を

,s,3ο 2J6・ ,Routledge Curzon,2004

◆洪  明順(HONG Mingshun)

①フリーランス (経済領域)

②富山大学経済学研究科修士課程修了後、東京大学経済学研究科 (経済理論)入学、2007

年同大学院博士課程満期退学。2005年東華大学服装学院副教授、2005年エスモー ドパリ&
パソ第9大学交換研究員。2007年東華大学服装学院教授を経て、現在に至る。



◆ヴォン サム アンⅣONG Sam An0

① Secretary General(Ranking: Secretary of State), EconoⅡ lic, Social and Cultural

Counc■ Of6ce of the Council of Ministers(カ ンボ ジア内閣府経 済社 会文化評議 会事務 局

長).Ph.D.

② BA of Economics,National Un市ersity of Management Phnom Penh,Cambodia。 1999

～2001,Master of Econonlics,Tohoku University.2001～2004,Ph.D.in Econonlics,Tohoku

University.

C)"FDI Promotion in Cambodia"2008,RaksIIIlei Kampuchea Newspapet Cambodia.

"ASEAN・Japan Centre and the 」apanese FDI Promotion in Cambodia''27′03/2007,

Deum Ampel News,Cambodia.

Interviews on Newspaper:

"GMS Logistic Network," 01/12/2007, Mainichi News.;"Japanese lnvestment in

ASEAN," 22/06/2009, Nikkan Kougyo News.; "Cambodia ' s Competit市 eness,t'

15/05/2009,ASIA Market Review,.;"Stock Exchange in ASEAN,"Weekly Diamond

DIlagazine,Japan。



【人間の安全保障/人の移動と共生】

◆原 田 太津 男 (IIARADA Tatsuo)

①中部大学国際関係学部教授

② 同志社大学法学部政治学科卒、 大阪市立大学経済学研究科 (理論経済学、経済学史)。

2003‐ 2004, Research Associate, York Centre for lnternational and Secu五ty Studles,

York Um●・ersitュ

③ 「グローバル空間の政治経済学」(2004年、Sサ ッセン著、岩波書店)(共訳〉。

"New Chauenges for Redesigning Soclal Security"in K Wohlmuth&■ Hozuml(Eds.)

肋 r"θИttb″ θ五憂br sふュmpθιθr 2″ごEθω″,″υοttOコ,LI■ 2003

"The Linits to Catching‐ up:OEM,Market Structure and Production Networks in East

Asia"ln K.Wohlmuth&THozumi(eds),Sカ ュ理 θ″ra″ど 滋θ」ら
“
ョ″J“ aF基通n

'′
ettmθコ4 LI■ 2001

『複合的グローバル化 :競争国家とリスク社会の成立』 「憎悪から和解へJ(2000年、

京都大学学術出版会)(共編著)。

◆青山 薫い vama Kaoru)

①神戸大学大学院国際文化学研究科准教授、PhD(社会学)。

②1995年、英国ウォーリック大学で「ジェンダーと国際開発」LIA取得。2001-05年、英

国エセックス大学社会学大学院。2006-08年 、東北大学「ジェンダー法・政策研究センタ

ー」COE研究員、京都大学グローバル COE「親密圏と公共圏の再編成をめざすアジア拠点」

助教などを経て現職。

③『
「セックスワーカー」とは誰か一移住・性労働 。人身取引の構造と経験』〈2007年、大

月書店)。

勤 2ゴ ル名
",コ

ι Sex"り磁でぉ ′り
“

ソ施 derttsattο″
"θ

』οb′五θ′源οコ,Palgrave/Macmman、

2009

◆武田里子Cakeda SatOko)

①明星大学非常勤講師

②日本大学大学院総合社会情報研究科博士後期課程、東京外語大学多言語・多文化教育セ

ンターフエローを経て現在に至る。

③『移民政策へのアプローチ : ライフサイクルと多文化共生』(2007年 、川村千鶴子他編)

(共著)。



【環境】

◆久和 茂(KYUWA ShigerO

①東京大学大学院大学院農学生命科学研究科 (獣医学専攻)准教授。農学博士。

②東京大学農学部 (畜産獣医)卒、1989年同大学農学系研究科畜産獣医博士。 1998‐ 2000

年熊本大学生物資源開発研究センター助教授、文部科学省学術調査官を経て、2000年東京

大学大学院生命科学研究科助教授。

③"Mice lacking expression of secondary lymphoid organ chemokine have defects in

lymphocyte honling and dendritic cell localization,"c/a口 ″′f ar 五タフerimθ″ι′ノ

腱 めabθ ,1999(coauthoD.

"Maintenance of pluripotency in mouse embryonic stem cens persistently infected with

murine coronavirus,''c/aIIrr′ ノaFレZ贅,わg/′ 1996(coautho→ .

''Characterization  of embryonlc  stem‐ hke  cell  lines  denved  ttom  embryoid

bodies,"FxPθnコθコ″ノИ″ibaお ,1997(coauthoD.

◆杢皇_道三盤⊇JI麒_Michikaz立

①ジェトロ。アジア経済研究所(IDE‐JETRO)

②1990年 慶應義塾大学経済学部卒、アジア経済研究所入所。1996年‐1998年 在バークレ

ー海外派遣員。1997年 カリフォルニア大学バークレー校農業経済・資源経済学科修士。

1998年 アジア経済開発研究部 、2003年 10月 より 新領域研究センター環境・資源研究

グループ。

③「中小企業およびインフォーマル・セクターの公害対策一鉛リサイクルにおける日本の

経験とアジアの模索」 『「開発と環境」の政策過程とダイナミズム』 (2002年 、寺尾忠能・

大塚健司編、アジア経済研究所)。

『アジアにおける循環資源貿易『 (2005年、アジア経済研究所)(編著)。

『国際リサイクルをめぐる制度変容一アジアを中心に一』(2010年 、アジア経済研究所)(編

著)。

*討論者 Discussant

◎在 軍(CUIJuD

①Associate professor9宙ce dean of School of Public Administration Renmin Un市 ersity

of China(中 国人民大学公共管理学院副教授、副院長).

②School ofPublic Finance&Taxation,Dongbei University of Finance&Economics(BD,

Master of Econolnics.School of Public Finance &Taxation, ]Dongbei University of



Finance&Economics(ヽ燿り,Ph.D of Economics,Finance School,Renmin Un市 ersity of

China(1999‐ 2002).

③『公共部門経済学』 (2004年 、中国人民大学出版社)。

◎焦建国OIAO Jianguo)

①Capital university of Economics and Business,Professor7Doctor of Economics(中 国・首

都経済貿易大学教授、経済学博士)

② Deputy d士ector of the CUEB 's Journal companyExecutlve Editor‐ in‐Chief

of Research on Econonlics and Management and the Journal of Capital University of

Economics and Business(首都経済貿易大学雑誌総社副社長,降済与管理研究』、『首都経

済貿易大学学報』編集部主任)

③『英国公共財政制度変遷分析』(2009年、経済科学出版社)。

◎小り|1 雄平 (OGAWAYuheD

①西南学院大学商学部教授

②大阪市立大学大学院経済学研究科博士課程単位取得。1974年桃山学院大学経済学部講師、

78年西南学院大学商学部助教授、84年教授、商学部長 。大学院経営学研究科長を歴任。

③『中国東北の経済発展』 (2000年、九大出版会)。

『東アジア地中海の時代』 (2004年 、明石書店)。

『東アジア地中海経済圏』 (2006年、九州大学出版会)。



Ⅲ 要旨

第 1日 (2月 13日 )



東 ア ジア 「共生」 と歴史 問題 の 対話

中国社 会 科 学 院 近代 史研 究所 所長 、教授

歩  平

中国か ら参 りま した歩平 です。 は じめま して。 どうぞ よろ しくお願 いいた し

ます。富 山大学での講演 の機 会 を頂いて、 とて も光栄 に思 つています。

実は、 2002年 に初 めて富 山を訪れ 、今回が 3回 日の訪間 にな ります。過

去 2度 の訪 間で、私 は富 山に対 して三つの印象 を抱 きま した。

一つは、富山は薬 の都市 だ、 とい う印象です。

二番 目は、戦争時代 に富 山市 の受 けた被害 が とて も大 きか つた こ と。一般 の

歴史教科書 では、東京 の大空襲 が紹介 され てい るだけで、富 山の大空襲 につい

てはほ とん ど触れ られ ませ ん。 しか し、人 口千人 あた りの死者 と負傷者 の人数

は、東京 よ りも富 山市の方が多いですか ら、富 山市は戦争被害 の甚大 な都市で

あった とい えます。

二番 目は、富山で発行 され た環 日本海諸国地図 を見た時 の印象 です。富 山を

中心 とす る世界地 図 を見て、最初 はあま り慣れ なかつたのです が、だんだん と

富山の皆様 が どの よ うな国際的視 角 を持 つてい るのかが、理解 で きるよ うにな

りま した。

富山は一般的な 日本 の都 市ではない、国際的 な都市 だ と思 つています。 です

か ら、富山大学で 「共生」 とい う問題 について討論 が行 われ るの も当然な こと

と思います。 なぜ な ら、九十年代 に入 つて、かつて半世紀近 く続 いていた冷戦

の局面が終結 しま した。 これ は人類社会 に とつて一つ の福音 とい うべ きもので

す。事実、 日下出現 してい るグ ローバル化 の趨勢 は、 ま さに冷戦 の終結 が もた

らした発展 の成果 です。 この発展 の趨勢 に応 じて、世界 の多 くの地域 で国境 を

超 える交流 が始 ま りま した。 グ ローバル化 の発展 に よつて、各 国 は一つの 「地

球村」にな りま した か ら、今 こそ 「共生」の問題 につ いて考 えなけれ ばな りま

せん。

1. 「共生」 とい う概念 の倫理 学 と生態学的 な意義

「共生」 は 2世紀 のギ リシャの学者 ア リス トテ レスが提 出 した概念 です。彼

は、人類 の「共同生活」にお いては倫理学の規則 が重要 であ る と強調 しま した。

種 々の共同体は、すべ て国 とい う共同体 の一部分 であ る よ うに思 われ ます。



何故な ら、諸種 の共 同体 に属す る人 々は、いずれ も何 らかの功益 のた めに、す

なわち彼 らの生活 に要す る何 ものかを供給 しあ うために歩み を共 に してい るの

ですが、 とい う共同体 もまた、元来功益 、存続 してい る ものであ る と考 え られ

ます。
1

古代 の人類 の生活 の範 囲 はあま り広 くな く、その ときの人類 は倫理的な 「共

生」規則 が あれ ば十分 で した。 しか し、近代 に入 る と、人類 の活動範 囲は拡大

して、倫理学的 な 「共生」規則 ではだんだん と足 りな くなつてい つた と考 え ら

れ ます。 この ときに実用 主義 的な国際関係 理論 が盛 ん に唱 え られ ま したが、大

国は 自分の利 益 ばか り強調 し、国境以 内の利 益 だ けでな く、国境 以外 の植 民地

をも守 ろ うと しま した。大 国の間に も、大国 と植 民地 の間 に も、「共生」とい う

概念 はあ りませ んで した。

21世 紀 にな る と、 グ ローバル化 の発展 に よつて、各 国の政府碁や 国民の間

の距離 は一層狭 ま りま した。 です か ら、今 日私 た ちは よ く 「地球村 」 とい う言

葉 を使 うよ うにな りま した。今後 は こ うした言葉 だけでな く、各 国 とも「共生」

の立場 に立 って、食 糧や水 ,気候 と気温 、エネル ギーや安全 な どの問題 を地球

規模 の問題 として考 えなけれ ばな らない と思 います。「共生」の立場 がなけれ ば、

地球全体の問題 は解決 で きない と思います。 です か ら、生態学的 な 「共生」は

もちろんの こ と、「共生」の倫理学的 な意義 について も検討 しなけれ ばな らない

と思います。

十数年前 に私 は、新潟 大学 の環 日本海経済研 究会 の元会長 、新潟大学の元法

学部部長の渋谷武先生 と知 り合 いにな りま した。その とき先 生 は、「共生」だけ

でな く、「協生」 とい う概 念 も強調 され ま した。

近 代 の 東 ア ジア 地 区 の 「共 生 」 の 実 態

東アジア地域 にお け る近代 の 「共生」 とい う概念 は、地域 の国際秩序 と繋 が

っていま した。

歴 史上に出現 した様 々な 「東 アジア共 同体」建設 の主張 は、その 目的がみな

東 アジア地域 の国際 関係 を維持す るこ とにあ り、地域 の国際問題 を解決す るた

めに適用す るあ る特 定 のモデル、 これ がす なわ ち東 ア ジアの秩序 で した。近代

的 な意味での国家が登場す る以前 、古代東 ア ジア地域 の (何 にお いて ?)主 導

的な地位 を占めていたのは、費正清 (ジ ョン・ キン グ・ フェアバ ンク)教授 が概

括 した 「朝貢 体 系」 (tributary system)あ るい は 「華 夷秩 序」 (the Chinese

Tributary System)に よる国家 関係 で した。「華夷秩序」の評価 は人 に よつて異

な ります が、「華夷秩 序」が崩壊 して以降 、東 ア ジア地域 には今 に至 るまで、本

当の意味での 「共 同体」 と称 しうる体制 は現れ てい ませ ん。

「華夷秩序 」 が成 立 しえたのは、まず もつて一 つ の 「強大」で 「富裕」な中

国 と、相対的 に弱い周 辺地域 が存在 した こ とに よ ります。「中央」としての中国

1アリストテレス:『 ニコマコス倫理学 (下 )』 (高 田二郎訳、岩波文庫青6042)、 91頁 。

中国語版 (古 希賠 )亜 里士多徳 :《 尼各弓可俺理学》、惨申自澤 ,商 分印弔億2003年 ,246頁 。

2.



は、周辺国家 の君 主 を冊封す る こ とで、地域 の安 定 を保 持 し、間接 的 にその影

響力 を発揮 しよ うと望み 、周辺 の国家 と民族 は、 中国 との朝貢 関係 を通 じて国

家の安全保 障 と内政・ 外 交 の 自主性 を維持 しよ うと望み ま した。 この よ うな東

アジア秩序 には明確 な支配・従属 関係 がな く、中国の王朝 の立場 をた つて、「朝

貢」は 「多与少取 J2と い う意 味が あ ります 、周 辺 に 「和」 を強調 しま したが、

周辺の国の立場 では、「多 与少 取 Jの 意 味 よ り、「上下」 とい う意味 は もちろん

大 きいです。です か ら、「華 夷秩序 」にお け る中央 と周辺 の関係 は、近代帝 国主

義 にお ける支配 ―従属 の関係 とは異 な ってい ます が、ただ しこれ は理想的 な「共

生」関係 で あ つた とはい えませ ん。

近代 にな る と、「華夷 秩序 」は崩壊 しま した。 日本 はイ ギ リス との同盟体制 を

後 ろ盾 に、ロシア勢 力 の南 下 を阻止 しよ うと しま した。日露戦争 が終結す る と、

日本 は急速 に 「強 国」 とな り、同時 に地域 の 「中心」へ と昇 り上が りま した。

表 面だ けを見れ ば、主権観念 を基礎 とす る 「国際法 (万 国公 法 )」 に よる国際 関

係 秩序 の原則 が、実際 に、東 ア ジアの盟 主を向けて、朝鮮 半島 と中国 の「満州 」

を基礎 とす る利 益線 を守 る 「大東 亜共栄圏」 に象徴 され る 日本 中心 の大亜細亜

主義 です。 最初 、孫 文 も 日露 戦争 の勝利 を非 常 に高 く評価 して 、大 亜細亜主義

も積極的 に評価 してい ま した。 しか し、その後 、 中華 民国 と 日本 との間で対等

な同盟締結 が実現 で きなか ったた め、孫 文 も 日本 を中心 とす る大東 亜秩序 を批

判す るよ うにな りま した。
3中

国 と韓 国 は弱 国 と して苦難 の道 を歩 まな けれ ばな

らなったの に対 して、 日本 は戦争 を機 会 に 「大東亜共栄 圏」 を強調 して、軍事

的 に も強国の道 を歩 む こ とにな りま した。です か ら、「大東 亜秩序 」も理想 的 な

「共生」 とはい えませ ん。

戦後の冷戦期 、東 ア ジアの国際 関係 は長 い間 ア メ リカ とソ連 を リー ダー とす

る二大陣営 の対 立 に巻 き込 まれ ま した。 ア メ リカは経 済・ 技術・ 軍事 面での協

力 に よつて 、東 ア ジア各 国が ア メ リカ式 の社 会体制 を採 用す る よ うに仕 向 けま

した。経済 面では、 日本 を中心 と した垂 直的 な地域分 業体制 で あ る大東 亜共栄

圏の経済 システ ム を復 活 させ 、軍事 面 では、 ア メ リカ を リー ダー とす る東 アジ

ア安全保 障秩序 を構 築 しま した。 この時期 にお いて も東 ア ジアのアイデ ンテ ィ

テ ィーは成 立せず 、理想 的 な 「共生 J関係 も構築 され ませ んで した。

ポス ト冷戦時代 に当た る 1990年 代 以降、国際秩序 は大 き く変化 しま した。EU

(欧 州連合 )、 NAFTA(北 米 自由貿易 協定 )に 代表 され る地域統合 が拡 大 し、そ

れ に伴 つて東 ア ジア に も変化 が現れ ま した。 冷戦後 の東 ア ジアは、国際化 と経

済 グローバル化 の波 を受 け、その内部 で重要 な構 造 変化 が生 じた。 主要 国であ

る中・ 日・ 韓 の実力比 が、現在 につ なが るよ うな形 に変化 した のです。 国際秩

序 の面か ら見 る と、今 日の東 ア ジアは歴 史上初 めて 「一 強 Jが 存在 しない状態

にあ ります。現在 、東 ア ジアだ けで 10ほ どの地域協カ メカニ ズムが存在 します。

そ して、各国間で合 意 済み 、あ るい は現在 交渉 中の 自由貿易条約 は 40件 あま り

2周 辺の国から中国王朝 に貢 品より、中国の皇 帝から周 辺 の国 に贈 り物 の数 量 は多 いです。
3孫 文の講演 と滝 川神 戸 商 業会議 所 会頭 の挨 拶 、1924年 11月 28日 午 後 兵 庫 県立神 戸 高等

女学校。



あ ります。 自由貿易協力 のネ ッ トワー クも大体 の形 がで きあが りま した。東ア

ジア間の協力 は急速 に発展 し、見通 しが とて もよ くなつています。東 アジアの

地域間協力 は、他 のア ジア地域 の先頭 に立 ってい ます。 そ して、 こ うした協力

関係 が、各 国間の経 済的 な連絡 を深 め る と同時 に、各国 の物事 にチ ャ レンジす

る能力 を高 め、地域 の発展 に も寄与 しています。

現在東ア ジアにおいて、政府 。民間の往 来・ 交流 は盛 んで、共 同体 を建設す

る際の二つ の壁 、「地理 の壁」「歴史の壁 」「アイデ ンテ ィテ ィー の壁」は崩れ始

めています *4。 東 ア ジア に もよ うや く地域統合へ の働 きが活発化 して きま した。

「東アジア経 済圏」、「東 アジア経済共 同体」 あ るい は 「東 アジア共 同体」 をつ

くる呼びか け も強 まつています 5。 です か ら、東 ア ジア地域 のアイデ ンテ ィテ ィ

ー成立の面 か ら言 えば、東 ア ジアの各 国の 「共生」問題 を討論すれ ば、現在 は

比較的 良い機会 で あろ う。

「共生」問題*6に 関する対話の二つの側面

北京 か ら飛行機 に乗 つて東京 に到着す るまで、要す る時 間 は 3時 間ほ どです。

一方、 中国 の北部 のハル ビンか ら南方 の広州 までは、飛行機 で 4時 間以上かか

ります。 です か ら、私 は、中国 と日本 の間の距離 が遠 い のか、それ とも近いの

か、いつ も考 え させ られ て しまいます。 中国 と日本 の地理的 な距離 は本 当に狭

まつています。 しか し、 中 日両国人民 の心 の距離 がそれ と同 じよ うになってき

ているか とい えば、おそ らくその よ うな感 じはないで しょ う。 これ は 「共生」

のために解決 しな けれ ばな らない大問題 です。

戦後数十年経 つて も、心の溝 は依然 と して埋 め られ てい ませ ん。 それ故、両

国間に些細 な問題 が起 こるたび に、それ は重 大な問題 へ と発展 して しまいます。

例 えば、経 済的 な ち ょつ とした摩擦 が生 じる と、 こ うした もめ事 は国際社会で

はよく見 られ るこ となのです が、 中 日間の場合 は簡 単 に深刻 な政治 問題へ と進

展 して しま うのです。 人 々がす ぐに過 去 の戦争 を思い 出す か らなので しょ う。

アンケー ト調 査 に よれ ば、最近 の 「釣魚 島」 (日 本 で は尖 閣諸 島)事件 の結果 、

中 曰両国の民間の信 頼 関係 は 20年 前 まで逆戻 りま した こ とが分 か ります。 両

国のア ンケー トは、 中 日国民の心の溝 が深 い こ と、戦争 の残 した傷跡 が未だ完

全 に癒 えていない こ とを証 明 してい るのです。

では、なぜ戦争 の傷 が現在 で も両国民の心 の距離 に影 響 してい るので しょ う

か ?ヨ ー ロ ッパ の歴 史 を見 る と、国家 間の戦争 が数 百年 、ひいては千年 にも及

んだ例があ ります。 しか し、今 日では 「EU(欧 州連合 )」 とい う地域統合体 を造

り上げてい るのです。 ドイ ツ とフランスの民族 的対 立 も非 常 に深刻 だ つたので

*4進藤栄一。平川均編『東アジア共同体を設計する』,日 本経済評論社,2006年 ,第 3頁 。

5谷 口誠『東アジア共同体』岩波新書、2005年 5月 、はしがき。
*6こ こで言 う中 日歴 史 問題 とは、両 国で近 代 史 の認識 領 域 の問題 を指 し、歴 史そのものと関わる

部 分 は含 まない。現 在 に至 るまで懸 案 となつてまだ解 決 していないのは、中 日関係 における現 実 問

題 、例 えば遺 棄 化 学 兵 器 の処 理 問題・尖閣諸 島 (釣 魚 島 )。 東 シナ海 油 田などの領 土 資源 問題 で

ある。

3.
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すが、今 は和解 しています。 なぜ それ が可能 だつたので しょ うか ?

東アジアにお ける歴 史問題 についての対話 は、主 に政治判 断 。民衆感情 。学

術研 究の三点が重要です。

東アジアの歴史的 な政治関係 に関す る基本認識 に関わ るものであ り、侵略戦

争の責任 を認 めるか否 かがポイ ン トとな ります。

1965年 に 日本 が韓 国 と結 んだ「日韓基本条約」と 1972年 の「日中共同声明」、

あるいは 1978年 の「日中平和友好条約 」の内容か ら見れ ば、日本 政府 はす でに

(戦 争責任 に対す る)積極的 な態度 を表明 しています。また、1995年 には村 山富

市首相 が、現在 まで歴代首相 が継承 してい る戦後 50周 年 に関す る談話 を発表 し

ま した
+7。 しか し不幸 な こ とに、戦後 日本 の政界 には侵 略戦争 の性 質 を否認 し

よ うとす る傾 向が見 られ ます。特 に 55年 体制が確 立 して以 降、 日本社会 (「 社

会」は言い過 ぎで は ?「 政界」とす るのが妥 当ではあ りませ んか ?一高的意見 )

には復古主義 の暗流 が現れ、戦前 の歴 史観 へ の後戻 りを肯定す る風潮 が広がっ

ていきま した。政治家 の中には、 日では 「反省」 を唱 えなが らも、本 心は怪 し

い人、 あるいは全 く反 対 の認識 を持 つてい る人がい ます
*8。 こ ぅした情況 をふ

まえる と、政治面での対話 とは、や は り中 日間の戦争 の性質 につ いて根本的な

是非 を判断す る問題 で あ り、その対話 は主 に政府・ 政治家 に よつて行 われ るベ

きであることを示 してい ます。

民衆感情 とは、両国民来 がそれ ぞれ歴史 を考 える際 に依拠す る歴 史体験や歴

史記憶 の問題 であ り、それ は感情的色彩色濃 く帯びています。

日本 も含 めた東 アジア各国の人 々に とつて、戦争 に関す る歴 史記憶 は、被 つ

た具体的な戦争被 害 と密接 な関連性 を持 つてい る と考 え られ ます。例 えば中国

では 「南京 大虐殺 」「731細 菌部隊」「三光作戦」 な どが、韓 国な らば 「従軍慰

安婦」「創氏改名」「植 民統治」な どが、 日本 の場合 は 「広 島・長崎 にお ける原

子爆弾」「東京大空襲」「沖縄 戦」な どが、戦争 と関係 す るキー ワー ドとなって

います。 これ らの キー ワー ドは間違 いな く歴 史事 実 なのです が、それ ぞれ (何

の ?)ウ ェイ トが異 なっています。戦争 の被 害意識 と加 害意識 が重 な る 日本国民

の場合 、「一 国内部的 な視野 の狭隆 さ」に制約 され るため
*9、 「加 害意識 が欠落」

*7細 川 護 熙 首相 は、日本 が起こした戦 争を「侵 略戦 争 」「誤 つた戦争 」であつたと明確 に表 明した。

村 山富市 首相 は、「わが国 は、遠 くない過 去 の一 時期 、国策 を誤 り、戦争 への道 を歩 んで国 民を存

亡の危機 に陥れ、植 民地 支 配 と侵 略 によつて、多くの国 々、とりわけアジア諸 国 の人 々に対 して多 大

の損 害と苦痛 を与 えました。私 は、未 来 に誤 ち無 からしめんとするが故 に、疑 うべくもないこの歴 史の

事 実を謙虚 に受 け止 め、ここにあらためて痛 切 な反省 の意を表 し、心からのお詫 びの気 持 ちを表 明

いたします。また、この歴 史 がもたらした内外すべての犠 牲者 に深 い哀 悼 の念 を捧 げます。」と表 明し

た。竹 内実 。21世紀 中国総研 編『 日中国交文献集』、蒼蒼社 刊 、2005年 、第440-441頁 。

*8岸 信介は戦犯として監禁されていたとき自己弁護を行い、日本の「正当防衛」を主張した。彼は

太平洋戦争に対して当然なされるべき反省を認めず、「もし反省があるとすれば、それはただ一点、

『敗戦』そのものにたいする反省である。」原彬久『岸信介―権勢の政治家』岩波新書、第121-12
2頁 ,1995年。
*9大 沼保明『東京裁判。戦争責任。戦後責任』,東 信堂,2007年 ,第 144頁 。
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して しまい、被 害国の国民体験 を理解す る ことがで きませ ん。 戦後 、国民戦争

体験の国境 を越 える交流 があま り不十分 です か ら、歴 史認識 の溝 をそのままで

残 しています。 したが つて異 なる歴 史体験 に よる各 国民 の認識 の差 には、比較

的明確 な感 情要 因 を伴 つてお り、 これ を解 消す る方法 は政治 面での問題 を解決

す る場合 と異 な ります。 民間 で深 い交流 を行 い、相 互理解 につ とめることが必

要で しょ う。

そ して最後 の学問研 究 の方面では、日中歴史 問題 の真相 につ いて実証的考察、

理論的分析 な どを進 めなけれ ばな りませ ん。

東アジア各国 の近代 史 はいずれ も、西洋列強 の武力 に迫 られ た 「開国」か ら

始 ま ります が、そ の後 の発展過程 は大 き く異 なってお り、各 国の学者 が この時

期 の歴史 を研 究す る上 で も相 当大 きな差 が存在 してい ます。 中国は、国際社会

か ら門戸開放 を迫 られ る と、国家 。民族 の命運 と前途 を憂慮 し、西洋 の挑戦に

応戦 して、 中国の復 興 を勝 ち取 ろ うとしま した。 しか し列強 に対抗 しよ うとす

る改革は相 次いで失敗 します。 その結果 、憂国の情 はます ます深 ま り、列強 と

の衝突は さらに激 しくなつていきま した。 中国の歴 史学者 では、 この よ うな近

代 中国が直面 した 「数 千年来で初 めての非常事態 」・
10、 「不平等条約体制」との

抗争 に注 目して きま した。韓 国の学会 も同 じく、近代化 過程 にお け る主権 の保

護 と外圧・干渉 、特 に植 民地 となって以後 の独 立運動 。闘争 に重 きを置いて、

研 究が進 め られ て きま した
*ll。 これ に対 して近代 の 日本 は 「脱 亜入欧」方式 に

基づいて、「亜細 亜の固謳 を脱 して西洋 の文明 に移 りた り」「西洋 の文明国 と進

退 を共 に し、……ま さに西洋 人が これ (支 那・ 朝鮮 )に 接す るの風 に従 て処分

すべ きのみ」とい う立場 を と りま した
Ⅲ12。 そのた め、中国 。韓 国 とは対照的に、

日本 の近代 史研 究では、西洋 か ら受 け入れ た 「国際法秩 序」が もた らした利益

を重視 します。 1931～ 45年 の戦争 中、中 日両国 は異 なつた国際集 団 に属 してい

て、歴 史体験 も全 く異 なってお り、歴 史認識 につ いて も異 な る思考論理 が形成

され ま した。 中国では、 この時期 に発 生 した あ らゆ る事件 が、基本的 に 日本 を

相手 としていたた め、「抗 日戦争」 と称 しています。 しか し日本 で は、「満州事

変 (九 ・一人事変 )」 と 「慮溝橋事件 」の相 手は 中国 で したが、太平洋戦争 が勃

発 して以後 は主な敵 が ア メ リカ・イ ギ リスに変 わ り、最 後 には ソ連 も加 わ りま

した。

以上述べ た歴 史問題 に関す る三つの点 (政 治判 断 0民 衆感情 。学術研 究 )は 、

幾何学 にお ける三つ 円形 が互 いに交わ りなが ら完全 には重 な らない図計 に似て

,二菫ち 」鷺糞丁 :|:羅 T省諄 t嘉勢 冨ヒ型冒 モ :|:影 言 T言 なボ私 二‡:」

して、三つ の点 に関わ る主体 はそれぞれ異 な ります。 政治家 は侵 略戦争 に対す

る明確 な反省 の態度 を示 さな けれ ばな りませ ん。 両国国 民 は、漸 次深 めてい く

交流の中で 、相 手 の歴 史体験 と歴 史記憶 を知 り理解 して、感 情の対立 を取 り除

*10李 鴻章「壽議海防折」,『李文忠公全書』,「 奏稿」,巻 24,第 11頁 。
*H[韓 ]李 元淳等『韓国的歴史』,日 本明石書店,2005年 第2版 。
*12福 沢諭吉『脱亜論』,『 福沢諭吉全集』,第 10巻 ,第 240頁。慶應義塾編,岩 波書店発行。
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く努力が必要です。学 問研 究の方 面では、 当然 なが ら疑間の余地 な く学者 、特

に歴 史学者 がその主体 にな ります。

国境 を越 えた歴 史認識 をつ くるための努 力

東 アジアの人類 「共生」 に向 けて、歴 史問題 に関す る対話 は重要 です。す で

に ヨー ロッパでは、歴 史認識 についての国際間対話 が、人 々に注 目され るテー

マ となっています。 ドイ ツ とフランスが共同で教科書 (『 1945年 以後 の ヨー ロ

ッパ と世界』 (Europe and the World since 1945))を 編纂 した努力 と成果 は、

この方面 にお ける成功例 とい えま しょ う・
13。 ョ_ロ ッパ の状況 に比べ、アジア、

特 に東ア ジアの中国 。日本 。韓国の間にお ける歴 史認識 の饂嬬 は突 出 していま

す。 それ では同 じ東ア ジア地域 に位 置す る中国 。日本 において、歴 史問題 の対

話が進 め られ 、共通 した歴 史認識 が形成 され るこ とは可能 で しょ うか ?近年 、

日 。中・ 韓 三国の学者 間で共通 した歴 史認識 を確 立 しよ うと、意義 の ある試み

と努力が払 われ て きてい ます。

注 目すべ きは、東ア ジア各国の多数 の歴 史学者・ 教師 が、す で に歴 史教育の

面で世界 に 目を向 ける積極的努力 を してい る ことです。新 しい歴 史教育 では、

自国史 を世界史の文脈 の 中で とらえよ うとし、 自国史 を世界史の一部 として、

世界的視 野か ら自国の歴 史的発展 と変化 を認識 しよ うと してい ます。

1990年 代後半、日本 のい くつ かの大学が分担 して組織 して、日本・ア メ リカ・

中国 (台 湾 を含む )。 韓 国の学者 が参加す る「東 アジアの相 互認識 と誤解」に関

す る研 究が進 め られ ま した。 そ こで東アジアにお け る歴 史認識 の問題 点 につい

て討論が行 われ 、その研 究報告 が出 されています
*14。

同 じ時期 、 日本 と韓 国 の教育機 関 。学術 団体がそれぞれ共 同研 究の機 会 を設

けま した。 ソウル市立大学校歴 史教科書研 究会 と東京学芸大学歴 史教 育研 究会

が組織 した 「日韓歴 史教科書 シンポ ジ ウム」や 、両国の歴 史学・歴 史教育 に関

わ る 10の 団体 が設 立 した 「日韓歴 史学会合 同 シンポ ジ ウム」 な どがそれ です。

これ らのシンポジ ウムは、日本 で 90年 代 中頃 に現れ た歴 史修正主義的 な思潮 と

「新 しい歴 史教科 書」の編纂 に見 える狭降 な民族 主義 の動 きに対抗 した もので、

東アジア各 国の歴 史認識 を相互理解す るた めに活発 な討論 が行 われ 、東 アジア

の共生 と歴 史教科書問題 について *15、
それぞれ共 同研 究の基礎 的成果 が発表 さ

れ ま した
*16。

*13 Claudia Schneider, 7カ θ力 ρ′″θSθ HiS′οr/ πθχ′bο ο々 /ss27θ  ― 力θ″θ″
`力

′ο″gh′力θ Pris″ οノ

ευrορθ′″ Expθ r′θ17ο θS a″ご′力θ σ″rrθ 77r Sノι〃arゎ″あ Eas′ Иsル .

*14山 室信一編『 日本。中国。朝鮮間の相互認識と誤解の表象』,1998年 。上越教育大学東アジ

ア研究会編『歴史表象としての東アジアー歴史研究と歴史教育との対話』,2002年 ;二 谷貞夫編

『21世 紀の歴史認識と国際理解一韓国。中国。日本からの提言』,2004年 。
*15歴 史学研究会編『歴史教科書をめぐる日韓対話一 日韓合同歴史研究シンポジウム』大月書
店,2004年。
*16君 島和彦『教科書の思想一日本と韓国の近現代史』,すずさわ書店,1996年 。鄭在貞『韓国
と日本一歴史教育の思想』,すずさわ書店,1998年。
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21世 紀 に入 る と、東 ア ジア各国の学者・教師 に よる共 同研 究の面で新たな進

展 と成果 が現れ ま した。その中で代表的 な ものを挙 げれ ば、2002年 か ら始 まっ

た 日 。中・ 韓 の学者・ 教師・ 市民団体 を代表 とす る組 織 が、毎年一回 「歴史認

識 と東 アジア平和 に関す る論壇 」 と題す る討論会 を開催 しています (今 で も毎

年開催 され てい る )。 そ の討議 を基 に 日・ 中 。韓 の共 同歴 史編纂委員会 は、3年

の共同研究・討論 を経て、2005年 に『 未来を開 く歴史一東アジア三国の近現代

史』を三カ国共同で出版 しま したⅢ17。 この本は歴史教育の補助教材 とい う形で

出 され、三カ国の中学校 である程度利用 され ま した。各国の学生は毎年歴史学

習夏合宿等で互いに交流 をはかつています。現在、三カ国の学者・教師による

共同委員会はなお継続 してお り、先に出版 した『 未来 を開 く歴史』の誤 つてい

る箇所についてよ り深 い研究が進 め られ、充分な討論 と研究 を踏 まえた上で、

第二弾 。第二弾の共同出版 を期 しています。

2001年 に東京大学の三谷博教授な ど日本の学者 と中国の劉傑教授 らが、「日

中若手歴史研究者会議」 をつ くり、歴史問題 を背景 とした 日中両国の社会変動

情況について討論 しま した。数年間の努力を経て、2006年 に『 国境 を越える歴

史認識一 日中対話 の試み』 を 日本 と中国で同時に出版 し、 日中の歴史認識の う

ち、特に近現代史に関わ る問題 について、深い討論 と研 究が進 め られま したⅢ18。

2007年 、日本 と韓国の学者・教師による幾度 もの共同シンポジ ウムを経たの

ち、その研究成果『 日韓交流の歴史―先史か ら現代 まで』が東京学芸大学の君

島和彦教授 と韓国の学者 によつて共同で出版 され ま した・ 19。 その他、 日本の広

島県教職員組合 と韓国大邸市教職員組合が組織 した 日韓共通歴史教材制作チー

ムは『 朝鮮通信使―豊 臣秀吉の朝鮮侵略か ら友好へ』 を共同編纂 し*20、
また、

日韓の女性団体が歴 史教材編纂委員会を組織 して、『 日韓近現代史― ジェンダー

の視点か らみ る』 を共同出版 しま した。

ここに述べたよ うな国境 を越 える共同研究 と教材編纂 の努力は、表現の方法

が違い、共同研究の深度 も一定ではあ りませんが、国境 を越 える歴史認識 をつ

くうとす る 目的において共通 しています。一つには各国で世界史を叙述する際、

影響を受 けて しまってい る西洋 中心史論か ら脱 し、アジアに関す る叙述の比重

を増やす こと、 も う一つは自国史 と東アジア史 との関係 を処理 し、特に 「自国

史の枠組み を超 える東アジア史」が可能か どうかを考 えること、 ここにおいて

「超える (超越す る)」 とい うことは重要な概念であつた。

自国史 と東アジア史 との関係 を統合的に処理す るのには、い くつかの方法が

あ ります。比較的 よく見 られ るのは、 自国か ら周辺地域 にへ と視点 を拡大 して

い く方法で、「同心 円史観」です。しか しこのよ うな方法で本 当に 自国史を超 え

*17『 面向未来的歴史――東亜三国的近現代史』,中 国語版は12-13万 部発行。日本語版は7

万部、韓国語版は5.5万 部。
*18『跨越国境的歴史認識』中国語版は中国社会科学文献出版社より2006年 に出版。日本語

版は東京大学出版会、2006年 出版。
*19君 島和彦『 日韓交流の歴史一先史から現代まで』,明 石書店,2007年 。

*20日 韓共通歴史教材制作チーム編『朝鮮通信使一豊臣秀吉の朝鮮侵略から友好へ』,明 石書

店,2005年 出版。
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るこ とがで き るか ど うかは、 よく考 えてみ なけれ ばな りませ ん。 いわゆ る 「同

心円史観 」 の人 は、多 くの場合 、 自らの地域 を中心 に した民族 主義 の歴 史認識

を強調す るだ けに止 まつて しまいます
Ⅲ21。 これ に対 して「東 ア ジア的視角」、あ

るいは 「東 ア ジア史観 」の概念 を持 ち出す者 も現れ ま した。例 えば韓 国の学者

は、 自国史 の解体 か ら始 めて、まず 「国史」の名称 をや めて、韓国史 を世界史

と合 わせ 、「世界史 の 中の韓国史」と「韓国史の中の世界史」を考 えよ うとしま

した。そ して、その 中間段階 として 「東ア ジア史」 を提 唱 し、具体的 にはまず

「日 0中・ 韓 三国関係 史」 を考 え よ うとしたのです。
*22。

自国史を超 え、国民国家の歴 史記憶 を超 えて、共有の東 ア ジア史 を構築す る

のには、歴 史学 が互 い に異なる歴 史記憶 を統合 し、その 中の関連性 を探 り、共

同性 を考察す る こ とが必要です。 た とえこの関連性 ・共 同性 がかな り希薄な も

のであつた として も、たゆまぬ研 究によつて歴史認識 の共有化 を実現 しなけれ

ばな らないのです。

5. 中 日歴 史共 同研 究 と 「共生」

21世 紀 か らは、政府主導 に よる歴 史共 同研 究 も始 め られ ま した。 まず 日本

と韓 国が 2002年 に共 同歴 史研 究 を開始 しま した。 2005年 に これ は一旦終了 し

ま したが、2006年 に第 二期 の共 同研 究が始 め られ ま した。中国 と 日本 の共同歴

史研 究は 2006年 末 に始 め られ 、現在 まで三年近 くが経 っています。日中の共同

歴史研究 は古代 史 (中 世 を含む )と 近現代 史 の二つ の グルー プに分 け られ 、 16

のテーマ (古 代 史が 7つ 、近現代 史が 9つ )が 設 定 され ま した。特 に近現代 史

グループで は、テーマ を定めただ けでな く、一つ のテーマの 中にキー ワー ドを

設定 しま した。 両 グループ ともに共同のテーマ・ キー ワ~ド に従 つて論 文 を制

作 し、討論 を行 い、その結果 、研 究は さらに一歩深 め られ ま した。

多 くの人た ちは、歴 史共同研 究 に よ り学問的側 面 において進展があ つたのか

ど うか、 とい う点 に関心 をもつています。 また、学問的 に どんな対立があった

のかに も関心 を もつています。進展 があつた点について話す とすれ ば、原則 上

の問題 において双方 の学者 の意 見は基本的 に一致 したのか、 あるいは相対的 に

一致 した とい えるで しよ う。

例 えば、 1931年 か ら 1945年 にいたる 日中戦争 の認識 について、近現代史分

科会 の学者 は十分 に討論 をお こない、各 自の論 文 において、 1931年 か ら 1945

年 までの 日中戦争 は、 日本 の 中国 に対す る侵 略戦争 で あつた と明確 に指摘 し、

*21かつて台湾の「教育部長」であつた社正勝氏は、いわゆる台湾アイデンティティーを強調するた

め、「同心円史観」を提唱した(杜 正勝「一今新史観的誕生」,『 新史学之路』,台 北,三 民書局,2

004年 )。 しかしある学者が批判したとおり、この考えは台湾を「単一中心」とする民族主義を強調す

る表現に過ぎず、実質的には中国大陸と距離を保とうとする「去中国化」のための一段階であつた。

王晴佳「当代台湾歴史論述的双重挑戦」『思想』,2号 ,台 北,2006年 ,第 120-121頁 を参照。

*22[韓 ]白 永瑞「為構築東亜和平而読史」,『 黄海文化』,2004年 ;「 関千東亜論述的可能性」,

『書城』,2004年 。「東亜的地域秩序―一超越帝国,走 向東亜共同体」,『 思想』。第3期「天下、

東亜、台湾」。
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侵 略戦争が 中国の人 民 に多大な犠牲 と損失 を もた らした こ とを明確 に叙述 して、

侵略戦争 を批判 し、今 後 の平和維持 を願 望す る と表明 しま した。

また、例 えば、双 方 の学者 は ともに各 自の論文で、南京 大虐殺 は大規模 な集

団虐殺 の行為 であ り、 日本 軍が南京 占領期 間 において 中国人 に行 つた暴虐行為

(一 般市民の殺傷 、女性 へ の性暴力、捕虜 の集 団虐殺 、市内 の建物や住民の家

屋 の破壊 な ど)で あつた と認 めま した。 この ことにつ い ては、双方 の学者 に異

議 はなかった とい えます。

上記の よ うな歴 史事 実 の基礎 の うえに、双方の学者 は、討論 にお いて、 この

よ うな事件 を生み 出 した原 因や背景、教 訓、 さらには 日本 軍隊の規律お よび管

理 、戦争 にお け る民衆保護 な どの問題 について も議論 しま した。 上記の問題 に

対す る認識 について、双方 の認識 が一致 した ところ もあれ ば、国民政府 の民衆

保護 の責任 に関す る問題 の よ うに、異 な る角度か らの考 察 もあ りま したが、南

京大虐殺 の歴 史事実 を否 定す る認識 は提示 され ませ んで した。

メデ ィアが注 目 してい る南京大虐殺 の犠牲者数 の問題 は、両国の学者 の共同

研 究の中では、主要 な課題 とはな りませ んで した。 その理 由は、南京大虐殺の

被害者数 は、1946年 に開始 され た東京 軍事裁判 と南京 軍事裁判 の判決 において、

す でに確 定 され てい るか らです。 日本 の降伏後、東京 と南京 で戦犯 に対 して行

われ た軍事裁 判 で、等 しく南京 大虐殺 の問題 は扱 われ ま した。 二つ の軍事裁判

の判決書 にお いて、それ ぞれ南京大虐殺 の犠牲者数 は 「二〇万以上」(東 京軍事

裁判 )。
「三〇 万以上」(南 京 軍事裁判 )と 認定 され、この数 字 がその後 の学者 が

南京大虐殺 の犠牲者 数 を論議す る際の歴 史的根拠 の一つ になってい ます i。

南京大虐殺 の歴 史事実 は、戦後 の軍事裁判 の判決書 で認 定 され てお り、否定

す ることは難 しいです。 しか し、南京 大虐殺 の事実 を否 定す る人 は絶 えず現れ

ま した。 人〇年代 にお ける否 定のための主要 な手段 は、実証研 究 の隠れ蓑 をつ

かって、上記 の二〇 万人 、三〇万人の数字 に疑間 を呈す る こ とで した。 九〇年

代以降にな る と、「三〇 万以上」とい う数字 を中国政府 の公 式 な見解 にす ぎない

と攻撃 し、人 々の注意 を具体的数字 についての議論 に引 き込 も うと しま した。

数字 の正確性 に疑 間 を もたせ るこ とで、非人道的な虐殺や 暴行 を否 定 し、「南京

大虐殺虚構説 」 を鼓 吹 したのです。

中国側 の学者 が国 内か ら批判 を受 ける場合 もあ りま した。 南京 大虐殺 の被害

者数 について、論文 中で東京裁判 の「二〇万以上」 と南京裁 判 の 「三〇万以上」

を並記 したか らです。あ る人 は、「三〇万以上」の数字 こそ が 「疑 う余地のない

数字」で あ り、その他 の数字 を列挙す るのは許 され ない と批判 し、 ある人は、

中国の学者 が 「官側 の公 式数字」 に依拠 しないのは 「柔軟 (軟 弱 ?)化 」現象 の

現れ である と指 弾 したのです。

中国側 の学者 が基 づいた数 字 は、二つ の裁判 の二つ の判決 書 に記 された数字

であ り、両判決 書 に こ う明記 され てい るのは紛れ もない事 実 です。「資料」を尊

重す る原則 にお いて、上記 の二つ の被 害者数 は判決書 に書 かれ てい る確かな数

字 なのです か ら、それ らを一緒 に紹介す るのは歴 史学者 の果 たす べ き責任 です。

「三〇万以上 」 とい う数字 は、「官側」が推測で作 り上 げた数字 ではな く、ま し
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てや 「疑 う余地 の ない数 字」で もあ りませ ん。 現在残 され てい る当時 の資料 で

は、被 害者 の具体的数 字 につ いて十分 な実証 的研 究 をお こな うこ とは不可能 で、

新 しい資料 の発 見 が待 たれ る情況 下 にあ ります。歴 史資料 に厳密 に対処す る態

度 は 「柔軟 (軟 弱 )化 」 ではあ りませ ん。

共 同研 究 を通 じて 、 中 日双方 の具体的歴 史過程 の描 写や認識 、評価 には相 当

の不一致 が存在 して い るこ とが明 らかにな りま した。 具体的 に述 べ ます と、侵

略戦争 とい う認識 は共 有 しなが らも、具体的過程 の認識 や評価 、た とえば、戦

争の原因 の分析や侵 略 戦争発 生の必然性 と具体的事件 の偶発性 な どの問題 につ

いては、双 方 の歴 史 問題 を分析す る角度や研 究方法 に差違 が存在 したのです。

あるメデ ィアは、 両国 の学者 が共同研 究 におい て達成 した相 互理解 の面 に 目

を向 けず 、逆 に、共 同研 究にお け る不一致 の面のみ を探 し出す こ とに熱 中 しま

した。 しか し、実際 に は、侵 略戦争 の性格 と侵 略 の事 実 な どの根本 問題 の評価

につ いて は、基本 的 な認識 を共有 してい る とい う前提 の も とに、双方 の学者 は

上述 の よ うな異 な る意 見 につ いて理論 的 かつ実証 的 な研 究 を継続 した のです。

学術研 究面 の問題 は、堅実 は実証研 究 を基礎 に して結論 を出す こ とが大切 です。

不一致や相違 がな けれ ば、学術研 究 の生命 は停止 して しまう い ます。 人 々は、

不一致 の存 在 につ い て憂慮す る必要 はないです し、 メデ ィア も針 小棒 大 に報道

す る必要 はないのです。

今 回の第一期 の 日中歴 史共同研 究 を通 じて、両国の学者 間 に比較的密接 な関

係 が築かれ 、相 手の基本認識 と視 点 を了解 す るこ とがで きたのは、「共生」のた

めに国境 を越 え る歴 史認識 を構築す る積極 的 な試 み の一つ で あつた と思 われ ま

す。

「共生 」の ために国境 を越 える歴 史認識 を構 築す る過程 において は、「越 える」

とい うこ とが大変重要 な概念 です。

自国史 と東 ア ジア史 を関連づ ける場合 、それ には様 々な方 法 があ る と思 われ

ます。 比較 的 多 く見 られ るの は、 自国史か ら始 めて地域 史 に拡 大 。拡 張 してい

く視 点で、この種 の方 法 は「同心 円史観 」に帰結す る と考 え られ ます。しか し、

この よ うな方法 で は 自国史 を 「超 え る」 こ とはで きませ ん。「同心 円史観 」 は、

自国 を唯― の 中心 と して強調す る民族 主義的歴 史認識 に繋 が ります。「越 え る」

こ とを成 し遂 げ るた めには、「東 ア ジア的視 点」あ るい は「東 ア ジア史観 」の概

念 が必要 にな るのです 。

自国史 を越 え、国民 国家 の歴 史記憶 を越 えて、東 ア ジアの歴 史認識 を共有す

るためには 、歴 史学者 が相互 に異 な る歴 史記憶 を統合 して、そ の 中の関連性 を

探索 し、そ の 中の共通性 を思索す るこ とが必要 です。 こ うした関連性 、共通性

があま りに も微 弱 で あ る ことを心配す るな らば、真 摯 を研 究す る こ とが大切で

あ り、それ に よつて歴 史認識 の共 有の実現 が可能 とな るのです。 日中歴 史 共同

研 究 は開始 され たばか りで あ り、今 回の成 果 を よ りよい もの に していか なけれ

ばな りませ ん。「共生」のた めの国境 を越 える歴 史認識 の構築 を推進す るた めに

果 た した貢 献 につい て は、 しつか りと評価す る必 要 が あるで しょ う。

ll



富山県『環日本海諸国図 (通 称 :逆 さ地図)』

[原 注 ]

i東 京 国際軍事法 廷 の判 決 書 (1948年 11月 )は 、「後 日の 見積 も りに よれ ば、 日本 軍 が 占

領 した最 初 の六週 間 に 、南京 とそ の周 辺 で殺 害 され た一般 人 と捕 虜 の総 数 は、 二十 万以上

であ つた こ とが示 され て い る。 これ らの見積 も りが誇 張で な い こ とは 、埋 葬 隊 とそ の他 の

団体 が提 供 した証拠 に よ つて 証 明 され て い る」 と指摘 して い る。 南京 軍事 法廷 の判 決 書

(1947年 3月 10日 )は 、「二 六年 一 二月 か ら同月 の二一 日ま で 、 それ は谷 寿 夫 部 隊の南

京駐 留期 間 内で あ る。 中華 門外 の花 神廟 、宝 塔橋 、石観 音 、 下 関 の 草軽 峡 な どの箇所 で、

捕 らえ られ た 中国 の軍人・ 民 間人 で 日本 軍 に機 関銃 で集 団射 殺 され た もの は、 単燿 亭 な ど

一九万人余 りに達 す る。 この ほか個 別 の虐 殺 で、遺 体 を慈 善 団体 が埋 葬 した ものが一五万

余 りあ る。 被 害者 総 数 は 三 〇 万人 以 上 に達す る」 と指摘 して い る。
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Beyond Boundaries: Japan in East Asia and the Challenges of Kyousei

Glcnn D.Hook,

University of Shcffleld and National lnstitutc ofJapanese Studies,UK

Postwar Japan and East Asia:

Politics and security

1) Japan as a 'peace state,' Article 9, low military expenditure, three non-nuclear

principles, no SDF fighting wars directly, but

2) Japan as ally of the United States: indirect support of wars in East Asia, Korean War

and Vietnam War;

3) Support of authoritarian regimes in East Asia

Economics and business

4) Japan as an economic superpower, non-military values, ODA, Japanese corporations

helping to promote growth in East Asia, but,

5) expo( of polluting industries

6) Rise of China

Culture and society

7) Antimilitarist, pacifist norms; but support for US-Japan security treaty

8) Strong memory of Hiroshima and Nagasaki; weaker memory of Japan as aggressor in

East Asia: victim more than aggressor.

9) Strong identity as Japanese; weak identity as 'East Asians'

The challenge ofKyousei needs to be addressed in these three key areas, politics and security,

economics and business, and culture and society. Focus on culture and society as represented

by popular attitudes.

l) Close identity between Japan and US; not Japan and East Asia:



a) Dec 2010 'friendly feelings to America' 79.9 per cen|, Relations are good

between Japan and America, 80.9 per cent

b) Dec 2005 friendly feelings to America' 73.2 per cent; Relations are good between

Japan and America, 73.0 per cent

c) 'Which country do you like: 2003, America, 23 per cent;2008, Americ4 18 per

cent.

d) Dec 20 1 0 'friendly feelings to China' 20 per cent; Relations are good between

Japan and China, 8.3 per cent

e) Dec 2005 'friendly feelings to China' 19.7 per cent; Relations are good between

Japan and China, 8.3 per cent

f) Which country do you like: 2003, China 3 per cent; 2008, China, 2 per cent.

g) Dec 2010 'friendly feelings to South Korea' 61.8 per cent; Relations are good

between Japan and South Korea, 59.9 per cent

h) Dec 2005 'friendly feelings to South Korea' 5l.l per cent; Relations are good

between Japan and South Korea, 39.6 per cent.

i) Which country do you like: 2003, South Korea, 1 per cent; 2008, South Korea,2
per cent.

Being Japanese and the Borders of the Japanese state

National borders as dividers between insiders and outsiders. Sense ofnational identity and

nationalism.

Nationalism: glad to be bom Japanese, 2003 95 per cent, 2008 96 per cent.

The shength offeelings for the Japanese State and the borders ofthe state as including as

sovereign parts ofJapan islands the Senkaku and Takeshima islets.

'integral part of Japanese territory', wagakuni no koyu no ryodo

1) Senkaku/Diaoyu. The memory of aggression as an outstanding issue is weak as

illustrated by the strong popular sense ofthe Senkaku as Japanese territory. But
the history ofthe Senkaku is linked to the history ofJapanese imperialism.

a) 2010:,Ishigaki announced Senkaku Colonization Day, January 14

b) Japan incorporated into Japanese territory in 1 895 (part of Ishigaki shi)

c) Japan now in control,

I .,1



However,

d) US jurisdiction earlier (leave territorial problem for later)

e) Claimed by Taiwan and China as well as Japan

f) Sino-Japanese war of 1994-95

g) Emphasis by Japan that the claim to the islets came after the discovery of
potential oil and gas resources following a United Nations survey in 1969

h) 20 I 0 : Protests in China about Japanese response to Chinese fisherman

colliding with Japanese Coast Guard.

2) Takeshima/Dokdo. The memory of Japan's colonization of Korea and the link to

the territorial problem is weak as illustrated by the strong sense of Takeshima as

Japanese territory. But the history of Takeshima is linked to the history of
Japanese colonization of Korea.

a) 2005: Shimane announced, Takeshima Day, 22 February

b) Japan incorporated into Japanese territory in 1905 (part of Oki islands)

c) South Korea now in control

However,

d) US jurisdiction (leave territorial problem for later)

e) Claimed by South Korea as well as Japan

f) Japan's colonization ofKorea in 1905

g) Emphasis by Japan that the claim to the rocks made in January 1952 by
President Syngman Rhee by the creation ofthe Rhee Line is not legal.

h) 2005: Protests in South Korea on the declaration of Takeshima Day.

Beyond Borders of the Japanese State: towards Kyousei

Borders drawn boundaries between insiders and outsiders, but Kyousei calls for erosion of
distinction between insiders and outsiders as part ofan East Asian identity

1) Globalization: even ifyou do not wish the state to be open to foreign influence,

through people, capital, information, influence is exerted. Relativation ofthe state.

2) Local action becomes global through globalized information: Chinese and

Chinese protests at the time of the collision ofChinese trawler and Japanese Coast



Guard and South Korean protest at the declaration of Takeshima Day become

globalized.

3) Potential for globalisation of East Asian culture and information to create cross-

border identity and solidarity.

However:

l) Nationalism in Japan, China and South Korea as impediment to regionalist, East

Asian, identity.

2) Earlier failure to build East Asian Nationalism in the face of Western imperialism.

Japan became imperialist power, exploiting China and Korea.

3) Need to develop multi-levels of identity to challenge the borders of single,

national identities

Conclusion

Challenge to develop Kyousei is the need to settle territorial problems with China and South

Korea. Intemational arbitration.

Challenge to develop Kyousei is the need to create hansnational space creating an identity

beyond the state. The case of Europe suggests transnational space emerges over time, not

immediately.

Challenge to develop Kyousei is that the boundaries of the region are unclear, with conflict

over territory. The boundaries of Europe have expanded and efforts to nurture a large area of
European identity are underway.
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方法 としての一即多/多 即一

―イスラームにおけるタウヒー ドと東アジア共生―

愛知 大学

鈴木 規 夫

は じめに

〈方法 と してのアジア〉残響

「…… 日本 は、見か けは非常 に近代化 してい るよ うで あ るけれ ども、その近代

化 は根が浅い。 この ままではおそ らく日本 は破滅す るだ ろ うとい うこ とを彼 は

予言 してお ります。 (・ …・・)私 はデ ューイの哲学体系 とい うものは、素人で全然

わか らないのです けれ ども、中国 と日本 との近代化 の比較 に関す る限 りは、今

日か ら見て シャ ッポ を脱 ぐのです。 つ ま り日本 の近代文化 がいか につ け焼刃で

あるか。実際その とお りになったのですね。 (・ …・・)当 時 の 中国 とい うのは、救

い よ うがない、混乱状態 で、そのまま解体 して しま うとい うふ うに国際的 に見

られていた。 その 中において、学生が挺身 して、 自国の運命 を担 って立 ち上が

った。 この青年 の元気 、そ うい うものを通 して彼デ ューイ は、 中国文明の見か

けの混乱の底 に流れ て い る本質 を洞察 した。世界 において今後発言力 をもつ こ

とを予見 した。見か けは進 んでい るが 日本 は もろい。いつ崩れ るかわか らない。

中国の近代化 は非常 に内発的 に、つ ま り自分 自身 の要求 と して出て来た もので

あるか ら強 固な もので あ る とい うことを当時言 つた。1919年 にそ うい う見通 し

を立てた とい う点、私 は え らい と思 う。 (・
・…・

)」
「西洋 が東洋 に侵 略す る、それ

に対す る抵抗 が起 こる、 とい う関係 で、世界が均質化す る と考 えるのが、いま

流行 の トイ ン ビー なんかの考 えです が、これ に もや つば り西洋的 な限界があ る。

現代のアジア人が考 えてい ることはそ うでな くて、西欧的 な優 れ た文化価値 を、

よ り大規模 に実現す るために、西洋 をも う一度東洋 に よって包 み直す 、逆 に西

洋 自身 をこち らか ら変革す る、 この文化的な巻返 し、 あ るいは価値 の上の巻返

しによつて普遍性 をつ く り出す。東洋 の力が西洋 の生み 出 した普遍的 な価値 を

よ り高めるために西洋 を変革す る。 これ が東対西の今 の問題 点 になってい る。

これ は政治上 の問題 で ある と同時 に文化上の問題 で あ る。 日本 人 もそ うい う構

想 をもたなけれ ばな らない」 (竹 内好『 アジア と日本』筑摩書房 2004年 )
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世界規範形成能力 における 〈中国〉の限界 と くアジア〉 の臨界

「西洋型 の近代化モデル は、世界や他者 とかかわつてい くの にただ一つ の適切

な方法で はない」。「非西洋的 な啓蒙 の可能性 への考察」は、「多極化 の方法 を構

成す るの に決 定的」 で ある ことは 自明だが、事実 として存在す る非西洋世界の

「別 の近代性 の諸形態」は、す でに もはや 、「西洋以外 の歴 史 と伝統 を顧慮す る

ことな く押 しつ け よ うと試 みてい る近代性 」 に よつてハイ ブ リッ ド化 され た後

にある。

東 アジアの多様性 における共生

「……非西洋社 会 に とつて選択肢 が この よ うな もの しかないのであれ ば、暴力

的 な抵抗 が勃発 す るの を 目の あた りに して なに を驚 くこ とが あ るだ ろ うか ?

いま こそ西洋化 とい う夢 か ら目覚 め、西洋モデル の強制 的 な普遍化 は平和 と繁

栄 をもた らす どころか、 この過程 に よつて文化 と生活様 式 が破壊 され た人 々か

らの血 なま ぐさい応 答 を呼び起 こす こ とに しかな らない こ とははつき り自覚す

べ きであ る。 それ に加 え、 リベ ラルデ モ クラシーが唯一無 二 の優越性 を もつ と

い う信念 を疑義 に さ らすべ きである。 こ ういつた信 念 こそ が、 リベ ラル派 が政

治的 な ものを否 定す る ときの根本 にあ るので あ り、世界 は シュ ミッ トが観 察 し

た よ うに、「普遍 的 uni― verse」 ではな く 「多遍 的 pluri― verse」 であ る とい う

認識 を徹底的 に妨 げて しま う」 (Mouffe 2005:86-87)。

タウ ヒー ドと世界政治神学

多元多極的世界秩序構 築 にお けるイ ス ラー ムは、西洋 それ 自体 の 「複数形化」

を促す とともに、一方 で西洋思想 を織 り成 してい る政治 の諸概念 にお ける神学

的な系譜 について問 いか け、他方 であ る決 まつた文脈 、限定可能 な文脈 におい

て、今 ま さに問い に付 され脱構築 され てい る政治 の諸概念 の存続 を維持す るこ

と、その二つ を同時 に行 うこ とを促 す。これ に よ り、「国民国家 の主権 について

提起 され る脱構 築的 な問いか け、政治 の本 来的 な意 味 にお け る非宗教化す なわ

ち神権政治 と政治 の分離 を前提 とす る」、デ リダのい う〈来 るべ きデモ クラシー )

の承諾 を導 く。

「……私 たちが最優 先 の責務 とみなす べ きなのは、ア ラブ・ イ スラー ム世界 に

おいて政治の非宗教化 とい う観念や 、神権政治 と政治 の分離 とい う観念 を広 め

よ うと努力 してい る組 織 あるいは個人 と連携 す るこ とだ と思 います。 そ して こ

の ことはまた、政治や 民主化への敬意 だ けでな く、信仰 や 宗教 に対す る敬意が

払われ て こそ実現す る こ とで しよ う。 …… これ には もちろん政治的 な もの とい
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う概念 の変化 、 と りわ け政 治 的 な もの とい う概念 の非 宗教化 、 と私 が呼んでい

る ことについて 自間す る必要 が あ ります。政治的 な もの とい うのは、 いわゆ る

(西 洋的 な〉政 治思想 にお い て最 も基本的 な概念 のひ とつ として残 つています

が、根本 的 には神 学 的 な もの なのです。」(デ リグ )

むすびに

く方法としてのタウヒー ド〉



Ⅲ 要旨

第2日 (2月 14日 )



APEC:太 平 洋の懸 け橋 の将来展 望
1

環 日本海 経済研 究所 (ERINA)
中島 朋義

APECは 2009年 に結成 20周 年 を迎 えた。アジア太平洋 地域 の経済発展 のた

めに、ボ ゴール ロ標 に示 され る貿易・ 投資の 自由化 を 目指す 「開かれ た地域主

義」を掲 げた APECの 歩みは、平坦 な ものではな く、そ の成果 も必ず しも多 く

の メンバーの希望 を満 たす もの とはな らなか つた。

今 、APECの メ ンバーの多 くは域 内、域外 の国・ 地域 と、二国間 あるいは地

域 FTAを 締結 し、排他 的な枠組 みで貿易 。投資の 自由化 を実現 してい る。また、

APECの 重要 な一極 で ある東 ア ジアにおいて は ASEAN+3、 ASEAN+6と いつ

た枠組み で、地域経済統合 が模 索 されてい る。 そ して こ うした動 きは、そ こか

ら排 除 され る可能性 を持つ米国 にイ ンパ ク トを与 え、その対東 アジア通商政策

に大 きな変化 を生 じさせ た。今 、米国はその具体的な回答 と して、APEC全 体

を領域 とす る FTA、 FTAAPを 提案 してい る。

本稿では、 こ うした環境 の変化 を前提 に、貿易・ 投 資の 自由化 とい う分野 に

おいて、東 アジア と米 国 を結ぶ唯一 の国際組織 である APECの 今 後 を展望 した

い。

1.APECの 概要

アジア太平洋経済協力 (Asia・ Pacific Economic Cooperation:APEC)は オー

ス トラリアのホー ク首相の呼びかけにより、アジア太平洋地域 の経済発展及び

地域協力のための組織 として 1989年 に結成 された。 当初 は 日本、米国、オー

ス トラリアな ど、 12カ 国 。地域 をメンバー とした (図 1)。 その後、メンバー

は増加 し、現在は中国、ロシアを含む 21カ 国・地域 に拡大 している。経済規

模 においては、2008年 に世界の GDPの 53%、 総貿易額の 43%を 占める規模

となつている2。

1本 稿 は青木健・馬 田啓 一編 著

録 で ある。
2経 済産業省 HPよ り。

『 グローバル金融危機と世界経済の新秩序』第 15章 の再

０
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(図 1)APECの 参 加 メ ンバ ー
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APECは 1994年 にイ ン ドネ シアのボ ゴール で開催 され た首脳会議 において、

貿易・投資 の 自由化 につ いて、ボ ゴール ロ標 に合意 した。 その内容 は 「先進経

済は 2010年 まで に、発展途 上経済 は 2020年 までに、自由で開かれ た貿易 と投

資 を達成す る」 とい うもので ある。 この 目標 の達成 に向 け APECメ ンバー は、

以下の 3分 野 (APECの 3本 柱 )を 基本理念 として、活動 を行 つてい る。

○貿易 と投 資の 自由化

○ ビジネ スの 円滑化

○経済・ 技術 協力

また APECは 「開 かれ た地域主義 (Open Regionalism)」 を標 榜 し、域 内の

貿易 。投 資 の 自由化 で実現 され た成果 は、最恵 国待遇 の原則 を通 じて域外国 に

対 して も適用 され るこ とを原則 と して きた。

APECは そ の 目的 のた めに、多段階の機構 を備 えてい る (図 2)。 例年秋 に開

催 され る首脳 会議 、及 びその事前準備 として開催 され る閣僚会議 が機構 の 中心

とな る。 この他 に、貿易 、エネル ギー、 中小企業、電 気通信 な どの分野 ごとの

大臣会合 が あ り、それ らの下に多 くの分野 の政策課題 に取 り組む専 門会合 が設

定 され てい る (図 2)。 この他 、諮 問機 関 と して、首脳 会議 に対 し域 内の ビジネ

ス界 か らの提 言 を行 APECビ ジネ ス諮 問委員 会 (APEC Business Advisory

Council:ABAC)が 設 置 され てい る。
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(図 2)APECの 機 構
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2.APECと 米 国の関与

米国は APECの 設立 メンバーの一つ として、当初 か らその活動 を リー ドす る

立場 をとつて きた。 しか しこれ までの 20年 を振 り返 つた とき、APECの 活動

を通 じて もた らされ た政策的果実 は、必ず しも米国 の期待 を満 たす ものではな

かった。またそ うした現 実 の中で、米国の APECへ の関与 も時期 に よつて濃淡

のあるもの となつた。以 下では寺 田 (2009)の 整 理 を もとに、米 国の APECヘ
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の関与を振 り返 る。

APEC結 成 当初 の第 1期 (1989～ 95年 )に おいて、米 国は 1998年 にシア ト

ルで APECと しての第一回 の首脳 会議 をホス トす るな ど、積極 的 にその活動 に

関与 した。 この 中で米 国 は、貿易 。投資 の 自由化 の合意 について、APECと し

て何 らかの法的拘束力 を もたせ るこ とを 目指 したが、他 の メ ンバー の賛同を得

られ なかつた。 結果 と して 1994年 のイ ン ドネ シアのボ ゴール にお ける第二回

首脳会談 において、ボ ゴール ロ標 が拘束力 を持 たない合意 と して成 立す ること

となつた。

第 2期 (1996～ 2000年 )に おいては、米国 はボ ゴール ロ標 の実現 に向 けて、

特定分野 で先行 実施す る早期 自主的分 野別 自由化 (EVSL)の 実現 を 目指 した

が、 日本 な どの消極的 姿勢 に よ り、実質的 な成果 は乏 しか つた。

この よ うな経緯 を通 じて、米国は貿易 。投資 の 自由化 を実現す る場 と しての

APECの 実効性 に、疑 間 を持つ よ うになってい つた と考 え られ る。こ うした中、

2001年 9月 11日 の同時多発 テ ロが発 生 し、米国は APECの 場 において も対テ

ロ対策な ど安全保 障問題 を議論す るよ うにア ジェンダを選 定 した (第 3期 (2001

～05年 ))。 しか し、対 テ ロ対策 の実効的成果 は乏 しく、また この よ うな米 国の

姿勢 は、経済問題 に関す る議論 の場 として APECの 役割 を重視す るア ジア諸 国

の反発 を買 うこ とともなつた。

一方、第 3期 においては、「開かれ た地域 主義」 を標 榜 して きた APEC域 内

において も、排他 的性 質 を持 つ 二国間 FTA3な どの締結 が増加 して きた。 また

ASEAN+3(日 中韓 )4、 ASEAN+6(日 中韓 、イ ン ド、オー ス トラ リア、ニ ュ

ー ジー ラ ン ド)5な ど枠組 み で、東 ア ジア経 済統合 の議論 が開始 され るな ど、

APECを め ぐる国際環境 が大 き く変容 しつつ あつた。

第 4期 (2006年～)に おいては、これ らの環境変化 を受 けて、米国は APEC
の場 で、 ア ジア太 平洋 自由貿 易圏 (Free Trade Area of the Asia‐ Pacific:

FTAAP)と い う対抗案 を提示す る こととなつた。

ここにおいて米 国の「開かれ た地域 主義」の理念 との決別 は、明確 となつた。

次節 では この第 4期 以 降 の FTAAPを 巡 る経緯 について、よ り詳 しく整理す る。

3日 本 政府 は 、物 財・ サ ー ビスの貿易 だ けで は な く、投 資 、労働 移 動 、知 的財 産権 、基準

認証 な ど、多様 な テー マ を含 ん だ 自由貿 易 協 定 を、経 済連 携 協 定 (Economic Partnership

Agreement:EPA)と 呼称 して い る。 しか し711え ば NAFTAに 示 され る よ うに、近年 の FTA
の多 くは 、そ の呼 称 の下 に物財・ サ ー ビス貿 易 以外 の事項 を扱 つ て い る。 した が つて本 章

では個別 の協 定 の 固有名 称 以 外 は FTAの 語 を用 い る。
4 ASEAN10カ 国 と、 日本 、 中国 、韓 国 の計 13カ 国 に よる経 済 統 合 の枠 組 み。 1997年 以

来 、ASEAN+3首 脳 会 談 を開催 。通 貨危機 を防止 す るた めの通 貨 ス ワ ップ取極 、チ ェ ンマ

イ 。イ ニ シアテ ィブ な どい くつ か の経 済協 力措 置 を実 現 した。地域 にお け る FTA構 想 と し

ては、EAFTA(東 ア ジア 自由貿 易 協 定 )が あ り、共 同研 究 を経 て 2009年 の首脳 会 談 にお

いて、政府 間 で議 論す る こ とに合 意。

5 ASEAN10カ 国 と、 日本 、中国 、韓 国 、イ ン ド、豪州 、ニ ュー ジー ラ ン ドの計 16カ 国 に

よる経 済統 合 の枠 組 み。 2005年 以 降、東 ア ジアサ ミッ ト (EAS)を 開催 。 地域 にお け る

FTA構 想 と して は 、CEPEA(東 ア ジア包括 的経 済連携 )が あ り、共 同研 究 を経 て 2009年

の EASに お い て 、政府 間 で議 論 す る こ とに合 意。
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(表 1)米国 の APECへ の関わ りの変遷

期 間 主 な 動 き

第 s ( 1e8e-e5 +) 1993年 の第一回首脳 会議 開催 国 と して 、APECの 国際

的重 要性 を高 めた。 しか し続 くイ ン ドネ シア・ボ ゴー

ル にお け る首脳 会合 で貿易・ 投 資 の 自由化 を主要議題

と しよ う とす るが 、法的 拘 束 力 を持 たせ る こ とに失

敗。 拘束力 を もたないボ ゴール ロ標 が採択。

第  2 期  (1996-2000

年 )

ボ ゴール ロ標 の実現 につ いて、1996年 のマニ ラにお け

る首脳 会合 で、独 立行 動計画 (IAP)と 共 同行動 計画

(CAP)か らな る 自由化 実施 方法 を採 択 され る。 しか

し、特定分野 で先行 実施す る早期 自主 的分野別 自由化

(EVSL)の 内容 (水 産 品、林 産 品 )に つ いて 、 日本

の合 意 を得 られ ず 、 自由化 の 実質 的 成 果 は乏 しか っ

た。

第 期 (2001～ 05年 ) 911同 時多発テ ロの発生を受 け、APECの 場において

も安全保障問題 を扱 うようアジェンダを設定 したが、

その効 果 は表れず 、経済 に関す る議論 の場 として、

APECの 役割を重視するアジア諸国の反発 を招 く。

第 4期 (2006年 ～ ) 米 国 は FTAAPを 提 唱、APEC

よる法 的 拘 束 力 を持 つた貿 易

る。

を領域 として、FTAに
。投 資 自由化 を指 向す

(出 所)寺 田 (2009)を 参考 に筆者作成

3. FTAAP
2006年 11月 にベ トナ ムのハ ノイ で開催 され た第 14回 APEC首 脳会議 にお

いて、APEC全 体 をカバ ーす る FTAで あ る FTAAP構想 が取 り上 げ られ 、採 択

され た宣言 文 には “長 期的展望 "と して検討 を行 うこ とが盛 り込 まれ た。 菅原

(2006)に よれ ば、FTAAP構 想 自体 は この とき初 めて APECの 場 で取 り上 げ

られ た もので はない。そ もそ もは APECに 対 しビジネ ス界 の立場 か ら提言 を行

う組織 であ る ABACが 、2004年 にチ リのサ ンチア ゴで開催 され た第 12回

APEC首 脳 会議 で提案 した もので あ る。 しか しその場 にお いて は多 くの異論 が

出 され、積極 的 な議論 の対象 とされ る ことはなかつた。 また翌年 の韓 国の釜 山

にお ける第 13回 APEC首 脳 会議 におい て も同様 の扱 いで あ つた。

この よ うな消極 的 な反 応 は 、 この構 想 に は、世 界 の GDPの 半分 を 占め る

APECの領域 をカバーす る FTAを構 築す るこ と自体 が困難 で あ る、域外 に対 し

て差別的な機 能 を有す る FTAが これ まで「開かれ た地域 主義 」を標榜 して きた

APECの 姿勢 と根本 的 に矛 盾す る、 とい う二つ の大 きな問題 点 が あつたた め と

考 え られ る。

その FTAAP構想 が 、2006年 にいた って 、唐 突 に議論 の対象 と して取 り上 げ



られ た理 由は、米 国が この構想 を推 進す る方 向 に政策 を転換 したた めである 6。

なぜ この よ うな政策転換 が行 われた のか、以 下ではその背 景 につ いて分析 した

い。

ワ シ ン トン DC の シ ン ク タ ン ク、 Peterson lnstitute for lnternational

Economicsの C.Fred Bergstenは 、FTAAP構 想 の提唱者 と して知 られてい る。

Bergsten(2007)に 示 され た、FTAAPの 目的 として期待 され る ところを以下

に掲 げた。 これ らの項 目は、必ず しも当時のブ ッシュ政権 の見解 を代弁 した も

のではないが、 これ らについ て検討 を加 える こ とは、FTAAPが 米 国の もた ら

す便益 を整理 し、そ こか らブ ッシュ政権 の政策転換 の理 由 を理解す るために役

立つ と考 える。

① ドーハ 0ラ ウン ド成功のための触媒

② ドーハ・ラウン ドが失敗 もしくは難航 した場合の貿易 自由化代替案 (Plan

B)

アジア太平洋 地域 にお ける、二国間、地域 FTAの さ らな る拡散 に よる、

新たな貿易上 の差別 と不調和 の発生 を防止す る

東 アジア (そ して あるいは西 半球 )が 、 ア ジア太 平洋 地域 を分裂 させ る、

「太平洋 の真 ん 中に線 を引 く (drawing a line down the middle of the

Pacific)」 とい うリス クを回避 す る

米 中経済摩擦 の改 善

APEC自 体 の再活性 化

米国のア ジア及 び世界 にお ける貿易 問題 への関与 を持続 させ る

これ らの中で重要 と思 われ るのは、④ の 「ア ジア太 平洋 地域 の分裂 の回避 」

とい う目的 で あ る。 ブ ッシ ュ政権 に よる FTAAPへ の支持 が、ASEAN+3、

ASEAN+6な どの形 で、東 アジアの経済統合 の議論 が高 ま る中で打 ち出 され て

きた点 を考 えるな らば、 こ うした考 えが政策 形成 の背後 に あつた と考 えるこ と

は無理 ではなか ろ う。

一方、① につ いて は、かつてボ ゴール ロ標 に向けた APECの 動 きが、当時の

ECを 刺激 し、難航 していた ウル グアイ 。ラ ウン ドの交渉 を促進 した とい う事

例 の再現 を狙 つた考 え方 とい える。 しか し実際 問題 と して は、FTAAPを 実現

す るには、 ドーハ・ ラ ウン ドの合意形成 を上回 る困難 が予想 され る ところで あ

る。 また、単 に構想 を打 ち出す だけで、 ウル グアイ・ ラ ウン ド時 の よ うに、 ヨ

ー ロ ッパ な ど域外 国 に対す る牽制 と して機 能す るか ど うか は疑間で ある。 ボ ゴ

ール ロ標 の実質的 な破 たん とい う APECの 現状 は、そ うした効果 を さらに低 下

させ てい る と考 え られ る。 したがつてブ ッシ ュ政権 が これ を主要 な 目的 として

政策 の転換 を図 つた とは、考 えに くい ところで ある。

6ブ ッシュ大統 領 はハ ノイ 会議 に先 立 って訪 間 した シ ンガ ポー ル の 大 学 にお ける演説 で 、

FTAAPを 真剣 に検討 す るに値 す る構想 と述 べ た。

③

④

⑤

⑥

⑦
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また② につ いては① を補完す る考 え方 とい えよ う。 この他 の③ 、⑤ 、⑥ 、⑦

はそれ ぞれ 、FTAAP形 成 の主 た る 目的 とい うよ りは、副次的 に期待 され る効

果 と考 えた方 が適 当な項 目とい え よ う。

これ らを総合的 に考 える と、ブ ッシュ政権 の政策転換 の背景 には④ に示 され

るよ うに、東 アジア経済統合 に対す る牽制 の意図があつた と見 るこ とができよ

う。

2009年 に発足 した民主党のオバ マ政権 は、当初 リーマ ン・シ ョック後 の経済

危機へ の対応 に追われ 、その独 自の通商政策 の構築 は遅れ た。 しか し 2009年

後 半 に入 る と、前政権 同様 、FTAAPを 重視す る姿勢 が明確 となつて きた。 H

月 にシンガポールで開催 され た第 17回 APEC首 脳会議 では、米国 のイニ シア

チブによ り FTAAP構想 の検討 の継 続 が宣言 文 に盛 り込 まれ た。これ に よつて、

FTAAP構 想 は政権 党交代 を経 て も変更 され ない、米 国の対東 ア ジア通 商政策

の要であることが示 され た。

一方、 日本 においては、2009年 9月 に民主党 を中心 とす る政権 が発 足 した。

同政権 が同年 12月 に発表 した 「新 成長戦略 (基本方針 )」 においては、「2010

年 に 日本 がホス ト国 とな る APECの 枠組み を活用 し、2020年 を 目標 にアジア

太平洋 自由貿易圏 (FTAAP)を 構築す るた めの我 が国 と しての道筋 (ロ ー ドマ

ップ)を 策定す る」 こ とが明記 され た。

(表 2)FTAAP及 び TPPに 関す る動 き

年 月 事 項

2004年 11月 チ リ・ サンチア ゴで開催 された第 12回 APEC首脳会議で、

ABACが FTAAPを 提案

2006年 11月 ベ トナム・ ハ ノイで開催 された第 14回 APEC首脳会議で、

FTAAPが 議題 として取 り上げ られ る

2008年 9月 米国通商代表部 、TPPへ の参加 を正式 に発 表

2009年 11月 オバ マ米大統領 、東京都 内で行 つた演説 で TPPへ の参加 を

正式表 明

11月 シンガ ポール で 開催 され た第 17回 APEC首 脳 会議 で、

FTAAP構想の検討の継続が宣言文に盛 り込 まれ る

12月 鳩 山政権 の発表 した 「新成長戦略 (基 本方針 )」 に、2020年

を 目途 に FTAAPの 構築す るための ロー ドマ ップ を策定す る

こ とが明記 され る

2010年 3月 米国他 も加 わ った拡大 TPPの 第一回交渉 が開始

(出 所)各 種 資料 よ り筆者作成



(図 3)APECメ ンバー に関連 した主な FTA(構 想段階 を含む )
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4.TPP
上記 の よ うにブ ッシュ、オバマ両政権 を通 じて、FTAAPを 対東 ア ジア通商

政策 の 中心 と して堅持 す る米 国の姿勢 は一貫 してい る よ うに見受 け られ る。

しか し一方 で、多様 な国 。地域 を含 む FTAAPの 実現 には、長 い時間がかか

ることも予見 し うる ところで あ る。米 国 に とつて、 よ り短 い期 間で実際の経済

効果 を もた ら し うる代 替案 も同時 に必要 とされ よ う。 これ らに関 し、Barield

(2007)は 、米 国が今後採 る可能性 のあ る四つの シナ リオ を提示 してい る。

① 今後も東アジア諸国との二国間 FTAを 推進する

② APEC加盟国・地域の うちの有志による FTAを 目指す

③ FTAAPの 実現を目指す

④ 当面事態を静観するが、何 らかの動きが生 じた場合には 日本、韓国、シン

ガポールなどの同盟国 と協力 し対応する

以上の うちで、①は ASEAN諸 国、韓国などとの間で進めてきた過去の二国

間 FTAの路線を継続するとい うもので、選択肢 としては最 も保守的なものとい

える。一方、③は先に紹介 したように長期の戦略 となる。

②は① と③の折衷案であり、全体的なヴィジョンの提示 と、漸進的なアプロ

ーチとい う、二つの長所を併せ持つとい う利点を備 えている。 この点では、③
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を補完す る意 味で 、政 策 の選択肢 と して選 ばれ る可能性 は 高い と考 え られ た。

実際 にブ ッシュ政権 は、2008年 9月 にシンガポール 、ニ ュー ジー ラン ド、チ

リ、ブル ネ イ の 4か 国 に よる FTA、 環 太 平 洋 戦略 的 経 済 パ ー トナー シ ップ

(Trans・ Paciic Strategic EconOmic Partnership:TPP)に 参力日す るこ とを表

明 した。同協 定にはそ の後オー ス トラ リア、ベルー も参加 を表 明 してお り7、 ま

さに Barieldの い う“有志 に よる FTA"と 位 置づ け られ る。

オバ マ政権 へ の移 行 に伴 い、米 国の TPPの 協議へ の参加 は、当初 の予定 よ り

遅れ るこ ととな つた。しか し、オバマ大統領 は 2009年 11月 の APEC首 脳 会合

に先立 って、訪間 中の東京 で行 つた演説 の 中で、TPPの推 進 を表 明。2010年 3

月 には米国 も参加 し、公 式協議 が開始 され て い る。

米国は 日本 、二 国間 FTAを 交渉 中であつたマ レー シアな どに も、TPPへ の

参加 を呼び掛 けてお り、TPPを 対東 アジア通 商戦略 にお け る当面の主要 手段 と

位 置付 けてい る。 米 国 の リー ドに よつて TPPへ 参カロす る APECメ ンバ ー が増

加 していけば、FTAAPの 具体化 を促進す る要因 とな りうる。 また TPPは 、内

容 的に も関税 撤廃 の例 外 品 目をほ とん ど認 めず、サー ビス、投 資 な ど包括 的合

意 を 目指す先進型 の FTAを 指 向 してい る。その レベル の高 さは 、アジア太平洋

地域 にお け る他 の FTA構想 に もイ ンパ ク トを与 え よ う。

いずれ にせ よこの FTAの動 向は、APECの 今後 に大 きな影響 を与 える こ とと

な ろ う。

5 むすび

以上の よ うに、本 章 では米国 との関わ りを中心 に APECを 巡 る動 きを振 り返

って きた。2006年 以 降 の FTAAPを 巡 る議論 の開始 は、貿易・ 投 資の 自由化 と

い う最 も重要 な分 野 にお いて、APECの 「開かれ た地域 主義」 とい う概念 が、

空文化 して い る現 実 を明 らか に した とい え る。 米 国 は明 らか に、ASEAN+3、

ASEAN+6な どの東 ア ジア経 済統合 の枠組 み に対抗す る手段 と して、APECの

活用 を 目指 してい る。“有志 に よる FTA"で あ る TPPは 、その補完的役割 をな

ってい る。

前述の よ うに、現在 の APECは 多層 的 な組織 を持 ち、経 済 に関す る多様 な分

野 について協 議す る場 とな つてい る。 したが つて、今後 ともア ジア太 平洋 地域

において一定 の存在 意 義 を持 ち続 け るで あろ う。しか しAPEC設 立の最 大 の 日

的であつた域 内の貿易・投 資 自由化 について は、「開かれ た地域 主義 Jを 掲 げた

ボ ゴール ロ標 の現 実性 は失われ 、代 わ って TPPを 含 む域 内の FTA構 想 が主役

の座 につ くこ ととな ろ う。 さらにそ の中で、米 国の意 図す る APEC全 域 をカバ

ーす る FTAAPが 、長期 的 に現実 の もの とな り うるか否 か について は、現時点

では不確 定 とい え る。

翻 つて 日本 は、民 主党政権 の下、APECの 場 を通 じた FTAAPの 推進 を通 商

政策の中心 に据 え よ うと してい る。 しか し一方 で、同政権 は東 ア ジア経 済統合

'TPPに はベ トナ ム もオ ブザ ーバ ー参加 を表 明 して い る。
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への積極的な関与 も標 榜す る ところであ る 8。 はた して、こ うした戦略 目標 の間

に矛盾 は生 じないので あろ うか。 また、長期 目標 としての FTAAPの 成否 はひ

とまず置 くと して も、短期 的 には米国が参加 を呼びか ける TPPに どの よ うに対

応 してい くのか。 ま さに 日本 の通商政策全体 を通 じた、整合 的 な戦略 の確立が

必要 とされ る局面 とい えよ う。
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Harmonizing Tariff Nomenclature in East Asia:
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1. Overview

According to the World Customs Organization (WCO), over 98% of the

merchandise in international trade is classified in terms of the "Harmonized
System" or simply "HS", and the tariff nomenclature (TN) is used by more than
200 countries and economies as a basis for their customs tarilfs and for the

collection of international trade statistics. Since individual countries are allowed

to have detailed classifrcations of TN above the WCO's six digit code, each

country has its own version of tariff nomenclature, and disputes over TN happen

frequently.

There are several sources of disputes over TN: the intrinsic limitations of tariff
classification, different understanding of TN, development of technology
(especially in electronics), new products with the fusion of technology, the
purpose of tariff revenues, policy consideration for protecting domestic industry,
and etc. Here it should be underlined that in addition to the intrinsic limitations
of TN, tariff classification can be utilized for protectionism, depending on the
policy purpose ofthe individual country, and trade disputes happen as a result.

As the number of Korea's FTAs grows, Korean businesses face troubles in
identifying the HS codes for their products in order to benefrt preferential
treatment given by F"TAs. AIso, there are complaints by business that the tariff
margins for their exports are smaller than expected due to misclassification of
their products by importing customs authorities. Therefore, they request customs

agent to publish the concordance table of HS codes among F'TA member

countries before the implementation of tr,IAs.

AFTA introduced ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 6HTM in order to
minimize the dispute over TN, and its intention for extending the AHTN into
five ASEAN+I bilateral FTAs deserves positive evaluation. In fact, Korean
companies face difiiculties in identifuing the tariff codes of their products in
utilizing the ASEAN'Korea FTA. However, non-ASEAN countries are not

familiar with the AHTN scheme, and may be interested in the difference
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between AHTN and the 6 digit HS by the WCO. The adoption of a region'wide

TN needs thorough feasibility examination and it may be promoted based on the

building of a regional consensus.

2. Intrinsic T.irnitations of the HS (TN)

Although the HS was a logically, well'defrned classification of commodities for

tariffs, statistics, insurance, logistics and etc., there are limitations in catching

up to the speedy progress of science and technology, different interests of major

countries, and the complexity of current global trade. The HS is useful for

statistical purposes, but careful interpretation of trade statistics is needed in
that it is classifred on the materials and process stages, not industrial structures.

Differences in living styles between the East and the West make current HS less

attractive. For example, the acorn is used for food in Korea, but it is classifred as

a non'edible forestry product in the HS.

Depending on the edibility, products are classified into different Chapters. Edible

products are classified as Chapter 02 and Chapter 03, but non'edible animal
products as Chapter 05 and animal feed as Chapter 23. Traders complain tariff
classifrcation conflicts between codes for edible products and codes for non-edible

goods. Frequent conflicts arise with the classification of agricultural products,

especially classffication between raw materials and processed products, and

confusion between classification based on substance of the products and the

classification based on the usage.

Although the WCO has made efforts so far for improving the HS classification

and minimizing the conflicts over TN, the intrinsic limitations of the HS still
remain. It can be said that AHTN extension to non-ASEAN countries via

ASEAN+I FTAs can be a good idea in facilitating intra-regional trade, but it
should be admitted that the intrinsic limitations of tariff classification itself
produce trade conflicts.

3. Harmonization of Tariff Classification

From the viewpoint of trade conflicts over tariff classification, AHTN provides

several implications for regional economic integration in East Asia. First, in
general a Customs Union (CU) is better than an FTA in promoting deeper

economic integration, since the former adopts common external tariffs and tariff
classifrcation, while FTAs allow individual countries to maintain their own

system. AHTN can be a stepping stone for deeper economic integration as the

second option for a CU, if the whole East Asian countries adopt. Second,



although it will take time to finalize a region'wide TN, the harmonization of TN
in East Asia will be helpful for trading companies' identifrcation of tariff lines
and preferential margins under ASEAN+I F"TAs.

The experience of AHTN tells of the difEculties of adopting a region'wide

common TN. Although ASEAN has promoted to adopt AHTN since 1997,

individual countries still have quite different HS systems even though countries
have officially adopted AHTN, since the AHTN allows the alignment of the
national tariff nomenclature of each member country. Adhering to the 6-digit
Ievel of the HS, the seventh and eighth digit codes are assigned to ASEAN

subheadings. 1 Among ASEAN countries, total numbers of tariff lines are

different in Indonesia, Malaysia and the Philippines according the tariff
concession in the ASEAN-Korea FTA. The Closer Economic Relations (CER)

between Australia and New Zealand, which began free trade in the 1990s, has

different tariff classifications in the ASEAN-Australia'NZ FTA. There are bigger
differences of the numbers of tarifflines in China, Japan and Korea.

Table l.Number of Tariff Codes for ASEAN+l FTAs

オ
A‐C FTA:ASEAN‐China FTA,A‐ J FTA:ASEAN‐ 」apan FTA,A‐ A‐NZ FTA:ASEAN‐
Australia‐ NZ,CEPA:India‐ Korea FTA

・・  The number of tariJr lines can direr ttom those of national tariff nomenclature in

ASEAN+l FTAs.

While total numbers of tariff lines for selected ASEAN countries are 8,500 ' 8,700

' Homep"ge of Philippine's Tariff Commission(htto://www.tariffcommission.gov.oh/ahtn.htm)

ASEN‐Korea FTA
A‐C
m

A‐」

FTA
A‐A‐NZ FTA CEPA

Philip

plnes

Indon
esia

Malay
sia

Korea China
Japa
n

Austra
lia

New
Zealan
d

India

HS digit 8 10 8 10 8 9 8 8 8

# of tariff
lines(A)

8,574 8,737 8,713
11,88

1
7,924 9,025 6,169 7,288

11,71

0

# of tarir
hnes for HS
84  and HS
85(B)

2,040 1,871 1,253 2,030 1,462 915 949 1,178 1,746

Share(=B/A・ 1

00
23.79 21.41 14.38 17.09 18.45 10.13 15.38 16.16 14.91



with some convergence, Northeast Asian countries have different HS digits from

8, 9 to 10, and numbers of total tariff codes are wide from 7,924 (Japad to 11,881

(Korea). Structural differences are more serious in the case of Chapter 84

(machinery and mechanical appliances and parts) and Chapter 85 (Electrical

machinery and partsi home appliances). Shares of Chapters 84 and 85 out of the

total number of tariff lines have wide differences, such as from 10.13% (Japad to

23.79% (ttre ptritippines). The products under the two Chapters are most heavily

traded in East Asia, and have become the most frequent items under

international trade conflicts over tariff classification in the world. Also, it is

analyzed that even ASEAN countries have substantial gaps in the number of
tariff lines for the two Chapters, and need more harmonization and cooperation

under the AHTN.

4- Harmonization of Tariffs acrogs Products

Different tariff classifications across countries and ad hoc interpretation have

become the reasons for trade conflicts over TN. However, differences of tariffs
across products in a country may be a more important factor in some sense. One

of major cases that importers complain about tariff classification is the burden of

high tariffs due to irrational tariff classification from international practices.

Here, protectionists' policy positions wiII work toward charging higher tariff
rates.

Table 2.Number of Tariff Codes for ASEAN+l FTAs

Although the tariff classification has limitations in reflecting fast technolory

development and the fusion of technolory, cases in which protectionists' positions

have become the backglound for trade conflicts over tariff classification happen

frequently in reality. For example, some European countries charged a 14% tariff
on imported mobile phones with DMB TV receivers, while cellular phones are

imported free. With the resolution of the WCO HS committee, European

countries withdrew the case one year later, but this clearly shows that tariff

(unit: %)

HS code Description tariffrate

8517.12 Cellular phone 0%

8525。80 Digital camera, Video camera 0%,4.9%

8526.91 Wireless navigator 3.7o/o

8528.72 TV receiver t4%

34



differences across tariff codes can be the reason for intentional misclassification

of tariff codes.

Regarding intentional misclassification for the charge of high tariff rates, there

are wide tariff gaps across East Asian countries. ASEAN*6 countries' average

tariff rates on electrical machinery, which are heavily traded in East Asia, arc 4-

G% for most countries, but maximum tariff rates are very wide from 5%io (Japan)

to 5Oo/o (Malaysia). Australia and New Zealand place 42-47% tariffs on duty free

items, but can charge 1.}'L3o/o tariffs on sensitive items.

Table 3. MFNApplied Tariff Rates for Electrical Machinery

Note: HS codes for Electrical Machinery are

852851, 852861, 8519'8523 excl' 852352)

Source: WTO Tariff Profrles

HS846721‐ 29 and HS85(excl. 850860, 852841,

In order to avoid tariff classification to be a NTB, open trade policy position

should be established in each country, and tariff gaps across detailed products in
a sector should be narrowed for individual countries and in the ASEAN+I FTAs.

If flat rates are charged across all products, or trade is fully freed, there will be

no ad hoc tafiff classifi.cation, and no trade conflicts. Nobody claims trade

conflicts over tariff classification on imports in Singapore.

For trade facilitation in East Asia, ASEAN's initiative for a common format of

TN in ASEAN+1 F'TAs needs to be considered by non-ASEAN countries, and for

deeper economic integration, East Asian countries should improve tariff
concessions in ASEAN+I FTAs. Countries should design a region-wide FTA,

EAFTA or CEPEA, which targets to eliminate intra-regional tariff completely in
a short period of time in order to minimize misclassification of products from the

protectionists' viewpoints.

Philip
pines

Indon
esia

Malay
sia

China Japan Korea
Austr
alia

New
Zealan
d

India

Average

Tariff
Rate

4.0 5.8 6.5 8 0.2 6.2 3.28 2.6 6.9

Maximu
m Tariff
Rate

30 15 50 35 5 13 10 13 10

Duty free
in%

18.3 32.6 58.4 24 96.4 2t.4 42.2 47.4 20.9



5. Further Related Issues

Although ASEAN countries adopted the WTO system for customs evaluation, the

import clearance procedures differ in detail among the member countries, and

many of them need to improve customs clearance in documentary examination,
tariff classification, cargo inspection and post'audit. Without the improvement of
rules and practices in customs clearance, the effects of the introduction of the

AHTN will be limited for ASEAN and East Asian countries in the context of
ASEAN+I FTAs.

It is difficult for customs clearance to be enhanced without the improvement of
human resources for better technical judgment, in addition to functional
hardware such as computers and networks. Building human resources does not
confrne customs officials. Tlading brokers, trade association, and trade experts,

and economic agents, who are involving customs clearance, should be educated

and trained regularly in order to recognize recent trends of tariff classification
and related issues. Customs authorities of East Asia should establish
information management system on tariff classification and reflect recent

changes in the trade environment on the structure of TN, and improve

transparency in tariff classification.
Since a country's TN reflects its industrial interests and trade policy position, it
is not easy to introduce a region'wide TN in spite of economic gains. In that a

common TN is a basic prerequisite for economic integration, its adoption needs to

be discussed in ASEAN+I FTAs in the mid-term project, while the concordance

table of HS codes for East Asian countries may be one of very urgent tasks for
the region. The concordance table will contribute to the trade facilitation in the

ASEAN+I FTAs, and regional cooperation in making the table will promote the

discussion for the introduction of a common TN in East Asia.
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中国の地域経済 と外資系企業の環境変化

―長江デルタに立地している日系企業を中心に一

洪 明順

はじめに

13億人超の人口を抱える中国は、農村から出稼ぎ労働者が大量に供給され

ていて、この安価で豊富な労働力と外国からの投資を結びつけ、沿岸部を中心

とした労働集約型産業を発展させて来たのがこれまでの成長モデルだつた。

その中でも、上海を中心として江蘇省の南京、蘇州、無錫、常州、鎮江、南

通、泰州、揚州、浙江省の杭州、寧波、紹興、嘉興、湖州、舟山等を網羅した

所を通常長江デルタ地域と称す。この地域は中国全上の 3%足 らずの面積しか占

めてない地域でありながら全国GDPの 4分の1を 占めることで地域経済として

は最も注目されている。

本稿では、この長江デルタ地域に投資している企業を 80年代 90年代前半、

90年代後半から金融危機発生前まで、ポス ト金融危機後の時期に分けて比較分

析することにする。

その 30年の歴史の中で、地域経済の発展経緯と投資環境の変化にスポットを

当て、殊に日系企業が如何に巨大な中国市場獲得に参与すべきかを考察したい。

そうした外資系企業の投資環境の変化の中で、今後 日本企業が如何に企業行

動様式を戦略的に変化させていく必要があるかを若干の提言を行つてまとめに

したい。

I.長江デルタ投資環境の歴史的変遷

今こそ上記のように、長江デルタ地域は最も注目される地域経済だが、80,

90年代は状況は少し違っていた。

(1)80, 90年代の珠江デルタ地域

部小平氏対外開放政策が真つ先に 4つの経済特区を設けたのは、香港に隣接

しているシンセン、マカオに隣接 している珠海、油頭、台湾の対岸に位置する

アモイがそれである。

その後 1985年、珠江デルタ全体が沿海経済開発区として開かれた。香港、マ

カオに近いという地理的位置を生かして、香港、マカオの産業の拡散を受け入

れ、大量の外資を導入し、同時に先進技術、設備、経営管理、最新の工業、商
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業、科学の情報を入手 し、比較的多 くの労働力を必要 とする加工製造業、たと

えば紡績、服装製造業、電子、通信設備製造業、電気、機械、器材製造業、玩

具製造業などを多 く立ち上げた。

この一帯はすでに世界最大の電子、 日用消費財の生産輸出基地の一つ となつ

ていた。

外資誘致のための当初の優遇政策は、輸出入関税の免除 (注 1)、 所得税の 3

年間据え置き、経営 自主権の保障等が経済特区では実施 されていた。

経済特区の範囲は、その後 1984年に上海を含めた 14都市に広め、沿海地域

を広く網羅 した。天津、秦皇島,大連、煙台、青島、連雲港、南通、寧波、温州、

福州、広州、湛江,北海等沿海都市が大きく開放政策を取 られた。

1985年の時点で、全国では長江デルタ地域、珠江デルタ地域、国南デルタ地

域 といった改革開放による大きく二つの地域経済が形成 された。

そ して、先に導入 されたことや香港 とマカオから近い とい う立地 もあって、

その中ではどちらかとい うと珠江デルタ地域が初期の注 目され る要素が多かっ

たといえる。

続 く 1988年 には渤海湾周辺都市や海南島全島までも開放地域 として広げた。

中国全土か ら高学歴の労働者が南の島に移動 して行つたことがいまだ記憶に新

しい。後の中国の成功者のほとん どは最初に海南島にて失敗を沢山重ねた経験

のある人達だと言われる。

この時期の海外にいる華僑 5000万の役割は大きかつた。その中で 2300万人

は東南アジアに分布 され、600万人は香港に、2000万は台湾に分布 されている。

言語が通 じるメ リッ ドと根底に同 じ民族であることの通 じるものがあったのだ

ろう。

初期の外資企業は中国企業 との合弁企業の形を取る比率の方が大きかった。

それは、自動車産業のように中国政府の規制による投資条件 としての合弁もあ

れば、内販型企業の場合、合弁の方が販売ネ ッ ト・ ワークを形成 しやすい要素

もあつたと見 られる。 この時期は 「輸出型企業は独資、内販型は合弁」 とい う

図式が成立 していた。

この時期の多 くの企業は中国を 「世界の工場」 として位置づけ、自国の人件

費より安い労働力を求めて、生産 していたものを日本に全部逆輸入するか、欧

米向けに輸出するか した。そ して、それは先行 して設置 された優位か ら珠江デ

ルタが注 目された。

今は中国有数のグローバルハイテク企業へ と成長 した華為は 1988年シンセン

で、7,8人が 日本円 3万円を資本金に持ち寄つて立ち上げた私営企業である。

初期の 1984年ごろ、通信機は外国の資本や技術を導入 した合弁会社の製品が主
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力であり、それに対抗する旧郵電部傘下の企業連合軍による純国内メーカーも

出現するに至る。 (注 2)その中で、華為技術が如何にして電子交換機の トップ

メーカーになつて行つたか、そこに実は外資企業の投資環境の変化も潜んでい

る。

基本的に日本企業あるいは外資企業の第一次投資ブームをきたした 1985年

～1987年は繊維産業、雑貨・食品加工といつた軽工業向け投資が華北地域の大

連などを中心に行われたのに対して、この時期の珠江デルタ地域の投資は香港

資本と台湾資本がメインだつた。

それが郵小平氏の「南巡講話」による外資導入の本格化をきつかけにし、電

気 。電子産業、機械産業を中心に華南地区あるいは珠江デルタ地域への対中投

資ブームが起きた。

では、初期の珠江デルタ地域経済の繁盛期から比べ長江デルタはどうか。1990

年上海に上海浦東新区が新たな経済特区として新設され、これは以後長江デル

タ地域経済発展の重要なきつかけになる。

(2)90年代後半からの長江デルタの台頭とその原因

長江デルタ地域は、外資系企業の工場投資の際に非常に重要な地域としてみ

なされるようになる。そのメリットとしては、インフラ整備の良さ、労働力資

源の豊富さと土地コス トの安価、地方政府の比較的柔軟さ、優遇政策にあつた

と思われる。

それだけではない。中国の民営企業、あるいは中小企業の最も集中している

所は上海の周辺の浙江省と江蘇省である。

この時期は 1997年のアジア経済危機が起きた後、世界的な ITブームを背景

に欧米系、台湾系 IT関連企業の中国進出が盛んだったことが、部品産業の対中

投資をも増加させた。2001年の TヽO加盟が視野に入つた 2000年頃から中国

巨大市場参入のための販売拠点の設置、R&D基地の設置による増資の 8割強は

長江デルタに集中したと見られる。

だが、この 10年間で中国の国情は大きく変わった。まず、「一人つ子政策」

の影響で、16～39歳の労働者数が 10年前と比べると7000万人近くも減少した。

内陸の農村部からほぼ無尽蔵にやつてくると思われていた農民工の数も減り、

沿岸部などでは労働者の賃金が高騰している。去年の 5月 に中国全土で起きた

工場ストライキが頻発しているのは労働力の需給逼迫 「民工荒」 (注 3)と無縁

ではない。中国で最近話題になつている「ルイスの転換点」の議論 (注 4)がそ

れを物語つている。



もう一つの理由として挙げられるのは、中国政府が進めている内陸地域の「西

部大開発」や優遇政策により、故郷に Uターンする出稼ぎ労働者も増えてきた

という。

中国では 2008年に北京オリンピック開催、2010年に上海万博開催とアジア

ングームの開催など、多くの国際イベントの開催が決まり、その後の継続的な

経済成長を見込み、第 4次投資ブームが到来の予定だつた。

しかし、オリンピック開催後まもなくアメリカのサブプライム 。ローンをき

っかけに世界的金融危機が訪れる。

(3)ポスト金融危機後の長江デルタ投資環境の変化

2008年に起きた経済危機以降、中国政府は世界の中でも最大級の景気対策を

打ち出し、中国経済を含む世界経済が深亥」な不況に陥ることから救いだす努力

をした。2009年、中国政府のインフラ投資支出はとても大きく、GDPの 30%

にあたる1.4兆 USドルの新たな融資を行つた。

国内消費力が継続的に増加 しており、消費高はすでに GDPの 35%に達し、一

方で輸出高もGDPの 35%を 占めている。現在、中国は世界で一番の輸出大国で

あり、同時に輸入大国にもなっている。特に、エネルギー消費量では近年大幅

な増加を見せている。経済危機以降低迷 している消費の中で中国は自動車販売

台数が世界一位に躍 り出るなど、従来の「世界の工場」だつた中国は今同時に

「世界の市場」でもある。しかも巨大な市場である。

リーマンショック以来、世界中の国々が深刻な不況に陥り、中国も例外では

なかつた。中国政府が素早く打ち出した金融緩和や 4兆元に上る内需拡大策を

中心とした景気対策が効を表し、中国は一足早く景気回復に向い始めた。

では、中国政府はどういう対策を講じたのか?

まず第一に、2008年 9月 以降、金融緩和が行われている。基準となる一年満

期の貸出金利がすでに 5回にわたつて計 2.16%引 き下げられ、523%と なり、

融資に対する総量規制も廃止になつた。

第二に、2005年 7月 の管理変動制への移行から始まつた「元高」傾向が 2008

年 7月 に一段落した。 (注 5)それ以来人民元レー トは 1ドル=6.8～ 6.9元前後

に安定している。海外市場での需要が大幅に落ち込んでいる中で、人民元が安

定化してきたことは、2008年 8月 から2009年 6月 まで 7回にわたる輸出付カロ

価値税の還付率の引き上げとともに、輸出の下支えとなっている。その上、人

民元の先物レー トの現物レー トに対するプレミアムによつて示される人民元切

り上げ期待も沈静化 している。それゆえ、インフレの原因の一つであつた海外

のホット・マネーの流入が一段落している。

40



第二に、拡張的財政政策の目玉として、2008年 11月 にインフラ投資を中心に、

2010年までに二年あまりの間に 4兆元に上る内需拡大策の実施を発表した。こ

れに伴う財政赤字を賄 うために、2009年に中央政府は 7500億元の国債を発行

し、同時に地方政府が 2000億元の債券を発行するのを認め、財政部によつて代

理発行すると同時に、資金は省レベルの予算管理に組み込まれることになった。

これは、実質上地方債の発行解禁である。

第四に、2009年 1月 から2月 にかけて、①鉄鋼、②自動車、③繊維、④設備

製造、⑤石油化学、⑥軽工業、⑦電子情報、⑧船舶、⑨非鉄金属、⑩物流、か

らなる十大産業に対する振興計画が相次いで発表された。

第二に、消費の振興策として、農村部における消費の拡大を図ることが重要

課題として掲げられ、「家電下郷」 (注 6)20年 前に「世界の工場」に安価な

人件費を求めて生産を請け負つたり、工場を建設していた外資系企業はいま、

人件費の引き上げ、ス トライキによる管理リスクなどを抱えることに直面して

い26。

以上のような景気振興策が効を奏したように見られ、中国は金融危機後、自

動車販売台数は 2008年後半には前年の水準を割つたが、2009年に入つてから

急回復し、6月 には前年比 86.5%と 急増した。なかでも、車両取得税の減免措置

を受けて、中国ブランドを中心にツト気量 1600cc以下の車種の売れ行きが好調と

なつた。米国における自動車販売台数が急減する中で、中国は世界一の自動車

市場として浮上している。

消費と公共投資の二本柱で構成された景気対策が有効に働き、中国は世界経

済における存在感を増してきた。そして、いまや 「世界の市場」としての中国

を狙い新たに中国に投資してきた外資企業の第 4次ブームが始まっている。

そういう外資企業の位置づけは、長江デルタが 8割を占めているという。太

平洋総本部とか大中国区域戦略として方向転換をしているグローバル企業が多

い。

以上のような状況変換の中で、日系企業はさらに安価な人件費を求めて途上

国に工場の立地を転換するのか (いわゆるチャイナ・プラスワン)、 それとも人

件費は上がつて管理 リスクは承知でありながら、中国の巨大市場を求めて中国

にとどまるのか、企業の決断が迫られている時期にあるようである。

Ⅱ.日 本企業の直面した問題点

従来、日本企業が中国に工場進出を考慮したのは、高い日本国内の人件費に

比ベコス ト優位のある「世界の工場」が狙いだつたことは言うまでもない。

しかし、近年中国国内の人件費の向上と昨年の 5月 に全国規模で起きたス ト



ライキ、沿海部の従業員不足など従来の投資優位は揺らいできた。

在中国日系企業の経営状況は日増しに営利水準の低下と業務環境の悪化に苦

しんでいるように思われる。

」ETROが 日系企業宛に行つたアンケー トでは、下記のような問題が存在する

と答えた企業 (注 7)が多い。

1.人件費コス トの向上

2.関税手続きの複雑化

3.品質管理の困難化

4 競合企業の増加

5 原材料及び関連部品の現地調達が困難

6 通関手続きの所要時間が長い

7 顧客の価格引下げ要求が激しい

8.コ ス ト削減余地が少ない

9.通知、規則内容の宣伝が曖味でわかりつらい

10.税務 (法人税、移譲税など)負担大

11.新規顧客の開拓が停滞気味

以上のように、日系企業は中国での経営において多くの問題を抱えている。

ますます激 しさを増 している「中国の市場」で生き残るために、やるべきこと

は何であるか。

長江デルタには中国国内でも民営企業あるいは中小企業が最も多く立地して

いる浙江省があり、圧倒的にこの地域のビジネスマインドはすごい所がある。

近年急速に台頭 してきた中国企業の成功企業の事例を挙げると、家電産業の

ハイアール (注 8)、 自動車産業の BYD、 奇瑞、吉利 (注 9)、 アパレル産業の

ヤンガー (注 10)、 申州、パソコン産業のレノバ、IT産業のアリババ、百度、

外資系で言うとスーパーのカルフール、味千ラーメン、携帯電話のノキア、サ

ムソン、などが中国市場で成功したいい事例である。

中国の多くの空港にはサムソンか LGのテレビが置かれている。80年代には

SONyが多かったのに、どうして LGやサムソンに取つて代わられたか?そ の

反面、熊本のラーメン屋味千ラーメンは日本ではさほど知られていないのに、

どうして中国で成功できたのか?

日本の携帯は性能が良く、カッコいいのにどうして中国市場ではほぼ見かけ

ないのか?ノ キア、サムソンは中国市場で何をしたのか (注 11)?日 本企業が

技術優位はあるはずなのに、市場を持たなかつた理由は何か、その対応策はあ

るか?
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Ⅲ 考えられる対応策

従来、80年代、90年代の日系企業は「世界の工場」である中国で安い人件費

で加工したものを、日本に逆輸入するか、欧米への輸出にあてられ、それでう

まく成り立っていた。それが金融危機以後、欧米と日本市場の市場沈滞で需要

が落ち込むと企業の業績にも大きく響き、それにコス ト引き上げの負担も加わ

って、日系企業は大いに苦しい立場に直面していると思われる。

1.そ こで考えられる戦略の一つとして、従来の逆輸入と欧米向け輸出を中国現

地市場で生産販売する方式にシフトすることである。その際に、現地中国市場

のニーズを充分に汲み取る (注 12)必要があり、そのため、R&D等研究開発基

地を中国現地に設置するといい。すでに大企業の多くは R&Dを 中国国内に移転

させる動きをしている。なお、新興国インドやアフリカヘの輸出も視野に入れ

る必要がある。大きな成長マーケットヘのシフトである。

2.日 本の中小企業で長い時間をかけて開発した最先端技術を、長江デルタ地域

の中国資本を使つて商品化し、中国工場から世界に販売する戦略を立てる必要

がある。技術優位性をどう生かすかがポイントである。

最もコアな技術は時間をかけて出し、段階を分けて出すと危機管理も可能で

ある。最終完成品で勝負しにくい時は、基幹部品の販売に力点を移 し (注 13)、

関連部品を付加価値の高いものにしていく。

中小企業の膨大な技術のス トックは今まさに逃してはいけないビジネス・チ

ャンスにある。宝の持ち腐れにならぬよう、売れるうちにきちんと戦略を立て

て売ること、そして中国企業と組んでインドとアフリカ市場のような新興成長

国の市場を見逃さない。

2010年 10月 10日 に、中国政府は第 12次 5ヵ 年計画の中で戦略的新興産業と

して、①省エネルギー・環境保護、②新世代の情報技術、③バイオテクノロジ

ー、④ハイエンド製造設備、⑤新エネルギー、⑥新素材、⑦新エネルギー自動

車、を打ち出した。

3.以上の新興産業分野での日本が所有して技術優位を活用する。中国の二線、

三線都市の地方政府の助成金で行 う技術更新に従来の技術のス トックを活用す

ること。中国政府が主張しているグリーンGDPが 目指しているのも資源利用効

率の向上であろう。現在、中国の 1万 RMBの工業成長のために必要な水の使



用量は日本の 18倍、アメリカの 22倍である。そこに日本企業の活路がある。

4 最も重要なのは従来の固定観念を捨てて意識の転換をする必要がある。技術

優位があるのは事実である。ただ、日本国内で近年強く叫ばれる「コンプライ

アンス」のはや り文句が企業の意思決定の緩慢さに繋がつていることに気をつ

ける必要がある。意思決定の緩慢さは、取り残される可能性が大きい。現に、

携帯電話や家電分野では韓国のメーカーや北欧のメーカーに比べ、日本企業は

国内市場の域外にはほとんど出ていないと見る。個別市場のニーズを的確に汲

み取る (注 14)努力をしないと危ない。

韓国企業のサムソンが一つの成功例であろう。韓国企業は中国を手始めに、

インド西部、中央アジア地域、ロシアヘ続く21世紀の高成長地域と呼ばれるマ

ーケットを念頭に入れた戦略展開 (注 15)を考えていると言われる。サムソン

の携帯と家電が中国で比較的高いシエアを獲得しているのは、そうした企業戦

略が大きな理由の一つであろう。

5 マーケテイング戦略を考える際に「面で展開」するアメリカ流の広告・プロ

モーションと日本式のコミュニケーション重視のグローバル・マーケティング

は、それぞれメリット、デメリットがあるが、価格設定における劣勢を如何に

克服するかはネックになりそうだ。

実際、去年 9月 に上海で調査に出かけた台湾企業がある。この工場は台湾の

大型タイヤエ場の支社を80年代の前半に広東省のシンセンに出すが、その時工

場立ち上げに携わつていた人やコアの技術者で後ほど共同出資して別会社を立

ち上げる。

1995年 に上海の郷鎮企業と合弁会社を試みるもうまく行かず、2003年に浙

江省の平湖市にある国有タイヤエ場を買い取り、その隣に新しい工場も設立し

て新規オープンした。今はその地域で名だたる優良企業でオーナーの黄氏は地

元台湾商工会議所の会長を務めている。

ただ、この工場では「労働力不足」に見舞われると同時に人件費の上昇もあ

って、内陸部の安徽省に工場をもう一箇所設立しているという。

以上、中国に投資してきた工場の典型的な投資ルー トを辿つてきた一例であ

る。開放当初に広東省の経済特区に来て、その後上海近辺へのインフラ環境等

を考慮した移転、労働力不足と人件費上昇による内陸部への移転である。

中国に投資してきた外資系企業の投資環境変化に適合 していく縮図だと言え

る。



Ⅳ.ま とめ

2008年に北京オリンピックが開催され、2010年 6ヶ 月にわたる上海万博の

開催による 7300万人の観客を経て、同時にその間に金融危機を付帯する過程で

企業の社会環境と投資環境は大きな変化を来たしている。かつて当然のように

開かれていた先進国 G8の会合が G20になり、G2の言い方さえ現れる。

胡錦涛氏の 1月 18日 の訪米が世界各国の トップ・ニュースで取り上げられた

のは中国の世界経済・政治の中の存在感の変容を語つている。

ポス ト・エキスポの外資系企業のチャイナ・プラスワンは人件費を求める企

業にとつては、移転が企業の意思決定に大きく作用しそうだ。ただ、中国の「巨

大市場」を念頭に狙いを定めた企業はやはり中国にとどまる必要がある。そし

て、そこで戦略的な企業行動を展開していくべきであろう。

実際、去年年末に出かけたカンボジアで視察に出かけた際、プノンペンの経

済特区では、何軒かの日本企業が投資を決めており、中には味の素など大きい

企業の参入もみられた。

古い漫画本のクリーニング作業をし、その吉本を日本に逆輸入するケースも

見られた。チャイナ・プラスワンの好例だと言える。

最低賃金が 601ドルと安く、何よりも勤務態度がまじめな所が訪問した先先

の企業の一致した評価だった。カンボジアで日本の投資ラッシュが起きている

らしい。

80年代の珠江デルタを髪髯とさせる光景である。新たにこれから海外進出を

勘案している企業にとつては一つの選択として可能だろう。

しかし、中国にいつたん投資した企業が工場移転するには、それなりの移転

コス トがかかるはずだ。長江デルタに立地している日系企業は中国で生産した

ものを中国で販売する方式へのシフ トと、中国企業が近年成果を挙げているイ

ンドとアフリカ市場も見逃さずに意識転換をすべきだ。

中国政府が金融危機対策に打ち出した「家電の下郷」に日本のメーカーはど

ういう風に反応したのか ?農村部で使 う家電だから安価なものだったはずであ

る。高品質で高いイメージのする日本製品はインドやアフリカは敬遠 してきた

が、ここがこの次の成長市場である限り、日本企業はそこに俊敏な反応が求め

られるだろう。そして、その点こそが大きなヒントである。

俊敏に市場に反応 しない場合、日本企業はかつての技術優位から、「高かろう

良かろう」の落とし穴に落とされである。



注釈 :

(注 1).丸川 。中川編著『中国発・多国籍企業』第 1章を参照

(注 2).華為技術についての詳細なレポー トは丸川 HP及び注 1著書、ジェトロ『中国の トッ

プ・カンパニー』も参考可能。

(注 3)。 「民工」出稼ぎ労働者の中国語表現で、近年「招工難」や「民工荒」という中国表現を

そのまま引用する方が一般的な傾向があるので、本稿でも引用を試みた。

(注 4).ルイスの転換点 :ウ ィリアム・アーサ 。ルイスはイギリスの開発経済学者で、1979年

にノーベル経済学賞を受賞し、受賞理由は、発展途上国問題の考察を通じた経済発展に関する先

駆的研究が評価された。

中国では、奈傍氏の「中国経済発展のルイス転換点」という論文を発表したことがきつかけで

近年中国で大きい論争がおきている。

ルイスによると、多くの発展途上国においては、農村部における大量の余剰労働者が存在する

ため、工業部門にとつて、労働力の供給が実質上、無限大である。賃金は労働者の生存のために

必要である最低水準に据え置かれることになるが、工業部門と農業部門における雇用は、それぞ

れの限界生産性と賃金水準が一致するレベルで決められる。外資導入などによる工業部門での生

産性の上昇は賃金上昇を招くことなく、農業部門の余剰労働力を吸収する形で雇用の拡大をもた

らす。

これに対して、完全雇用が形成される「ルイス転換点」を超えると、工業部門において農業部

門の雇用を減らす形で労働力を確保するために、賃金水準を上げなければならないが、全体の雇

用は増えない。

(注 5).関志雄『チャイナ・アズ 。ナンバーワン』のはしがきや 「財経」雑誌 2010年 5月 号

から2011年 1月 号までを参照。

(注 6)。 「下郷」はかつて文化大革命の時代に都市部の学生を農村部に行かせた文革用語で、世

界金融危機の内需振興策として「家電下郷」「自動車下郷」と延用しているとは興味深い。日本

でいうエコカー減税とかエコポイントに相当する。

(注 7).2001～ 2010年 「日系経済白書」を参照

(注 8).ハイアールは、山東省青島に本拠地を置く家電産業のグループ企業で日本の三洋電機

と提携して日本市場にも進出している。いまや世界シエア No.1の生産シエアを持つている企業

である。丸川 。中川編著『中国発多国籍企業』第 5章参照。

(注 9).丸川 。中川編著同上の第 7章部分を参照。

(注 10).丸川 。中川編著同上の第 8章を参照。1979年浙江省寧波の小さな郷鎮企業からスタ

ー トし、紳士服で成功を遂げたアパレル産業である。2008年には米国グルウッド社が保有する

香港の新馬集団を買収して話題を呼んだ。

(注 11)サ ムスンは韓国のグループ企業で、携帯電話で中国市場の大きいシエアを占め、クロ
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スライセンシングによつて中国市場戦略に成功 したと言える。日本企業は参考すべきか と著者は

思 う。

(注 12).丸り||、 HP参照

(注 13).丸川『現代中国の産業』を参照

(注 14).同上

(注 15).関志雄『チヤイナ・アズ 。ナンバーワン』参照
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結 婚移住 女性 と農村社会 にお ける「共生 の課題 」

一 結婚移住女性の適応 と受容過程に関する調査か ら 一

明星大学

武 田 里子

80年 代後半に社会的注 目を集めた「ムラの国際結婚」は、女性の人権の立場

か ら受入れ る側の論理だけが優先 されていると批判 された。 しか し、その関心

は短期間の うちに消えて しまった。このため、「農村花嫁」とい う言葉はかな り

通用度が高い ものの、その後の女性 たちの適応過程が明 らかに されているわけ

ではない。社会的関心があるか どうかは、当事者に とつて重要な ことではない。

だが、ネガテ イブなイメージの固定化に起因す る負の連鎖は、今 もアジアか ら

日本の農村に向か う結婚移住女性の流れが続いていること、 さらに国際結婚者

の第二世代が成人にな りな り始めていることを考えると看過できない。

報告者は、結婚移住女性たちの実態の把握 と日本人市民が国際結婚や結婚移

住者に対 して どのよ うな意識 を持つているのかについて調査研究に取 り組んで

きた。設定 した課題 は 2つ ある。ひ とつは、「農村花嫁」に対す る既成観念、

虚像、ステ レオタイプを、実態調査 に基づいて検証 し、一般には知 られていな

い実像を示す こと。も うひ とつは、「停滞 し、疲弊す る農村」な どといつた、こ

れ もまたステ レオタイプ化 されたイ メー ジで語 られてきた農村社会が、結婚移

住女性 を受け入れた ことによつて異文化受容能力を身につけ、現実を変 えてい

く力を発揮す るよ うになるのか、その可能性 について考察す ることである。 こ

こには、アプ リオ リに「問題」として語 られ る「ムラの国際結婚」と「停滞 し、

疲弊す る農村 Jと い う 2つ の虚像の背後にある事実の関連を明 らかにす ること

によつて、これまでには気づかなかつた農村社会の可能性が見出せ るのではな

ぃか、とい う希望的予測がある。また、結婚移住女性 は、農村で暮 らす こと、

外国人であること、女性であること、とい う日本社会 における「複合的に不利」

な条件を抱 えている。そ うした 「複合的に不利」な条件下で 自らの人生を切 り

開いてきた女性 たちの視点か ら、 日本の農村 を捉 え直す ことを通 じて何か大切

なものが見えるのではないか。 これ が本研究を進める報告者の基本的な立場で

ある。調査地には、「ムラの国際結婚」が話題 になった当時、新潟県内で 「先進

地」 とされた南魚沼市を選んだ。

本報告では、調査か ら得 られた知見か ら、次の 4点 について報告す る。

「農村花嫁」に対するステ レオタイプなイメー ジの見直 し

実態 と異なる 「農村花嫁」や 「ムラの国際結婚」に対す るステ レオタイプな
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イ メー ジが維持 され てい るのは、主要 な 「ムラの国際結婚 」研 究が結婚移住女

性の適応第 1ス テー ジの調査 に もとづいてい るためで あ る。そのた め女性 たち

が 日本語 を習得 し、生活習慣 を理解 し、社会的ネ ッ トワー クを拡大す る中でダ

イナ ミックに家族 関係 や社会 関係 を作 り替 えてい る側 面 についての把握 が弱い。

本研 究では、国際結婚移住女性 45名 の詳細 なプ ロフ ィール分析 と、 14家族

20名 の国際結婚家族 の間 き取 り調査 か ら、調査地の結婚移住女性 の全体像 を描

き出 した。南魚 沼市 に暮 らす結婚移住女性 は、外 国人登録 デ ー タか ら約 180名

と推 計 したので、45名 はその 25%に あた る。 主な知 見 と しては、 (1)結婚移

住女性 の出身 国 は、韓 国 とフ ィ リピンか ら中国へ と大 き く変化 してい る こ と、

(2)結 婚 のきつか けは業者 仲介 か ら先 に結婚移住 した同国人女性 の仲介へ と

変化 してい る こ と、 (3)結 婚移住女性 は教育歴や職歴 も多様 であ り、また、結

婚移住 の動機 は経済的要 因 よ りもジェンダー要 因の方 が大 きい こ と、 (4)今 後

の予定 については、永住 27名 (64%)、 国籍取得 13名 (31%)で あ り、女性

たちの多 くは、定住 か ら 日本 国籍 の取得 とい つた単線 的 な ライ フ コースではな

く、子 どもが独 立 した後 は、母 国へ帰 る とい う選択肢 につ いて、か な りの具体

性 をもつて考 えてい る こ と、ナ シ ョナル・ アイデ ンテ ィテ ィが適応 の拠 り所 に

なつてい ることを見出 した。

日本人市民と結婚移住女性 との意識ギヤップ

日本人市民 と結婚移 住 女性 との間で もつ とも大 きな意識 ギ ャ ップが見 られ た

のは、外 国人 に対す る偏 見差別 に関す る認知 についてで あった。 日本人が外 国

人への偏見差別 があ る と答 えた割合 が 36%で あつたの に対 して、結婚移住女性

は 77%(44名 中 34名 )が 偏 見差別 を感 じる と答 えた。そ の主 な原 因 について、

日本人 は 「外 国人犯罪 の増加 」、結婚移 民女性 は 「生活習慣 」をあげた。次 に大

きな違 いがみ られ たのが、多文化共生施策 についてで あ る。 日本 人 は 1番 目に

「外国人への 日本 文化 講座 」、2番 目に外国人へ の 「法律・地域 のルール な どの

情報提供」 をあげたの に対 して、結婚移 民女性 は 「差別 偏 見へ の対応」 を 1番

目にあげた。 日本人 の意 見 を善意 に解釈す るな らば、 日本 の文化や 生活習慣 に

戸惑 う外 国人 にはそれ らを学ぶ機 会が必要だ と考 えてい るのか も しれ ない。 し

か し、それ は受入れ側 の あ りよ うを問 うことな しに、一方的 に外 国人側 に 日本

の文化や生活 習慣 を学 ばせ て、摩擦 を回避 したい とい う同化 主義的思考 とみ る

こともで きる。 これ は、既存 の法制度 の構造的改編 を伴 うこ とな く、 自治体 レ

ベル の政策で対応 しよ うと してい る現在 の多文化共生施 策 の限界 で もある。

3.「 複 合的な不利」の重 な りか ら見 る「ム ラの国際結婚 」

ステ レオ タイ プ化 の問題 は、「農村花嫁」と呼 ばれ る結婚移住 女性 に対 してだ
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けではな く、女性 た ちの 日本人配偶者 に対 して も、 さらに農村社 会そ の ものに

対 して もみ られ る。 ステ レオ タイ プな見方 は、 当事者 の主体的行 為者 と しての

可能性 を過 小評価 す るだ けでな く、 当事者 間 の相 互 関係 の形成 を も阻害す る要

因 にな る。

本研 究 で は、国際結 婚 当事者 の 日本 人配 偶 者 か らの 間 き取 り調 査 を通 じて、

「ムラの国際結婚 」現象 が、属性 の問題 では な く 「原子化・ 個別化 」 され た人

び との ライ フ コー スの 中で遭遇す る 「複合的 な不利 」 が重 なつた結果 のひ とつ

であ るこ とを明 らかに した。 これ が、社会的排 除 の問題 と重 な って 当事者 たち

を孤立 させ る。 これ まで に破 綻 した カ ップル の多 くも、問題 を抱 えた ときに適

切 な相 談先が あれ ば別 の選択 をす る こ とがで きたのではないか と考 え られ る。

この点 につい ては、国際結婚 当事者 自らが問題 を解決す るための制度 的社会的

文化的環境 を ど う整 えてい くか とい う観 点 か ら、多様 な議論 を展 開す る ことが

で きる。

4 農村社会 の将来展 望 と結婚移住 女性の存在 につ いて

結婚移住 女性 の適応 過程 の分析 か ら明 らか になつたの は、第 1期 の女性 た ち

の適応 第 1ス テー ジが もつば ら出産 と子 育 て に限 られ ていたの に比べ て、第 2

期 と第 3期 の女性 た ちの来 日後 の ライ フ コー スが多様 化 してい る こ とであつた。

そ こには女性 た ちの個 人的資質 だ けでな く、女性 た ちを受 け入れ る家族 と地域

社会の変化 が女性 た ちの適応過程 を圧縮 す る効果 が示 され ていた。 先行研 究で

は、「日本 の農 村 に定住 した花嫁 た ちは、生 まれ 育 った環境や社会 か ら切 断 され 、

言葉や習慣 も分 か らず 、孤立 しが ちで あ る…」 との記述 が 目立 ったが、本研 究

ではそれ とは異 な る状況 を見出 した。 冠婚葬 祭時 の相互訪 間、出産 時 の母国か

らの介助者 の来 日、 き ょ うだい の仕 事 を手伝 うための長 期 にわた る子 どもを伴

つた帰 国、長期休暇 に子 どもを母 国 の き ょ うだい に預 け る ことな どを通 じて、

母国 との トランスナ シ ョナル なネ ッ トワー クは意識 的 に維持 され 、資源 と して

活用 され てい る。

筆者 は調 査 を通 じて 明 らか にな つて きた 「農業 だ けで は食 えない」 とい う制

約 ゆえに もた らされ た調査地 の歴 史的開放性 に着 日 した。農村 は 「内部」 に対

しては、社会的封鎖性 を持つが 、他 方 で生活 条件 が厳 しけれ ば厳 しい ほ ど、 コ

ミュニテ ィ と して存続 す るた めには 「外 部」 との関係 にお いて資源 の調 達が必

要 にな る。「ム ラの国際結婚」も歴 史的 に取 り組 まれ て きた「生 き るための工夫」

の流れ の 中に位 置づ け ることがで きる。

グローバル化時代 の コ ミュニテ ィは具体的 な居住性 や 土着性 を相対 的 に低 下

させ た ものにな るだ ろ う。 した が つて、農 村 社会 の今 後 は 「越境 プ レイ ヤー」

や 「他 出子」 を含 めて考 えるべ きで あ る。 つ ま り、そ うした人び とを引 き付 け

るよ うな魅 力や 、他者 を受容 し包摂 す る柔軟性や 開放性 を もつた コ ミュニテ ィ
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づ く りが求 め られ る将来像 にな る。結婚移住女性 が社会変容 の主体 にな り得 る

可能性 もまた、彼 女 らの もつ トランスナ シ ョナル なネ ッ トワー ク と 「越境 プ レ

イヤー」 としての存在形態 にある。 さらに重要な こ とは、国際結婚 家族 の第二

世代の 自己肯定観 を育て られ るよ うな社会環境 を作 り出せ るか ど うかで あるが、

これ には 「ム ラの国際結婚 」 に対す るステ レオ タイプなイ メー ジの修正 も含 ま

れ る。

農村 は今 、伝 統的 な社 会 の 中で培 つて きた 「信頼や助 け合 い」 の精神 を開か

れた社会の中に移植す る課題 に取 り組 んでい る。都 市 と比べ た場合 、農村 は コ

ミュニテ ィ規模 が小 さく、一人ひ とりの存在感 が大 きい た めに、結婚移住女性

たちが主体的行 為者 とな り得 る可能性 が高 くなる。なぜ な ら、「○○家 の嫁」で

ある女性 たちを外部者 と して簡単 に排 除す るわけにはいかず 、接触 が頻繁 でそ

の場面が多様 で あ るために、「助 ける」側 の 日本人が 「助 け られ る側」の結婚移

住女性 の多様 な能力 に気 づ く可能性 が高 まるか らで あ る。 もつ とも、 これ は相

対的 にそ うした可能性 が あ る とい うこ とにす ぎず 、その条件 をいか に具体化 し

てい けるかは別 の課題 で あ る。今後 は、農村社会 で起 きて い る多文化化 。多民

族化 に伴 う変化 の歴 史的社 会的意味 につ いて、 さらにア ジア諸国 との関連 を視

野 に入れ なが ら探求 してい きたい。農村 は、結婚移住女性 た ち との共生秩序 を

模索す る営み を通 じて、 日本 とア ジアの国々 との関係 を見 直 し、作 り変 えてい

く可能性 があ るのではないか。 これ が報告者 の この調査研 究 を通 じて得 た新た

な希望的予測 で あ る。



化学物質による健康被害問題一日本の経験

東京大学大学院農学生命科学研究科実験動物学

久和 茂

日本における化学物質による健康問題 としては足尾銅山鉱毒事件、ならびにいわゆる四大公

害病 (水俣病、新潟水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病)がよく知られている。人間の経

済活動、特に鉱工業に起因したものが多く、近代工業の黎明・発展期にかけて社会問題化 したケ

ースが多い。化学物質などが生体に及ぼす有毒作用を研究する学問を 「毒性学」というが、当時

は化学物質の生物影響に関する知見も過少であり、「毒性学」も未成熟であつたことも化学物質

による健康被害が多発 した時代背景として挙げることができる。 しかしながら、「毒性学Jが確

立 した現代においても化学物質による健康問題がすべて解決 したわけではなく、環境ホルモン

(内分泌かく乱物質)な ど、新たな問題も発生しつつある。以下、日本で起こつた化学物質によ

る健康被害の主な事例について振 り返ってみたい。

足尾銅山鉱毒事件

足尾銅山の鉱毒および鉱毒ガスに起因する栃木県・群馬県の渡良瀬り|1周辺で起こつた、日本

で認識された最初の 「公害」である。足尾銅山では 1610年の銅山の発見以来、1973年の閉山ま

で断続的に銅が採掘 されていた。特に 1877年に足尾銅山を買収 した古河市兵衛は、1884年に横

間歩とい う大きな鉱脈を発見するとともに洋式銅炉や蒸気機関などの最新技術を積極的に導入

した。1890年 には水力発電所を設置、工程を電化 し、払い下げから8年間で生産量を 100倍 に増

加 させ、足尾銅山を東洋一の銅山へと成長させた。19世紀末の世界的な電気産業の拡大に伴 う銅

需要の急増に呼応 し、日本は産銅量を増や していつたが、全国の銅山では精錬時の燃料による亜

硫酸ガスと排水に含まれていたヒ素、銅、カ ドミウム、クロム、鉛などの重金属により付近の環

境に多大な被害をもたらして しまつた。

特に足尾銅山の場合、乱伐 と煙害により近辺の森林は壊滅的打撃を受け、禿山となった。土

砂は渡良瀬り||を流れ、下流の足利市付近は天丼川となり、時の台風襲来などにより洪水がたび重

なり発生した。その結果、重金属を含む河川水が田畑を覆い、広い地域を汚染 した。田園地帯で

は稲の立枯れが日立ち、農業に甚大な損害を与えた。1891年、帝国議会での衆議院議員田中正造

の追求を契機に鉱害問題は全国に広く知られ、大きな社会問題へと発展 した。1896年 に政府は日

本初の 「予防工事命令」を発令 し、徹底 した対策を古河に命 じた。それによつて、浄水場、沈殿

池 (現在の渡良瀬遊水池 )、 堆積場、脱硫塔などが造られた。

これにより廃水対策は一定の成果をみたが、煙害対策は不十分であつた。希釈法 (1915年 )

や電気集塵法 (1918年)な ど当時最新の技術による対策を講 じ、排煙中の有害物質の除去に努め

た。そして、1956年 にフィンラン ドのオー トクンプ社が開発 した技術を基に世界で初めて実用化

に成功 した 「自溶製錬法」とそれに伴 う脱硫技術を用いることによつて亜硫酸ガスの完全回収に

成功 した。その後、古河が独 自の改良を加えて完成 させたこの技術は、現在世界各国で導入され

ている。



足尾銅山鉱毒事件は亜硫酸ガス等の煙害と下流域土壌のヒ素などの重金属汚染による複合

的な公害事件である。足尾銅山は 1973年に閉山したが、坑内廃水の浄水処理は現在も続けられ

ている。また、煙害地の植林も自溶炉導入後に本格化し、国 。県・古河のみならず今日では多く

のボランティアが参加 し、緑は徐々に回復 しつつある。加えて、近代産業の興隆、それに随伴し

て起こつた公害を象徴する遺産として足尾銅山の建造物群を残そうとい う動きがある。

イタイイタイ病

イタイイタイ病 (イ 病)は 1910年代ごろから 1970年代にかけて、富山県神通川流域で発生

した公害病である。手首から肘、肩、背中から腰、大腿部から膝など関節部の激 しい疼痛が特徴

であり、特異な病名は看護婦の 「患者さんがイタイイタイと言つています」という会話から名づ

けられたと云われている。病因については当初栄養失調説や過労説などが提唱されたが、現在で

はその主因は神通川の上流にある三井金属鉱業神岡事業所からの未処理排水に含まれていたカ

ドミウムによる慢性カ ドミウム中毒であると考えられている。

神岡鉱山の歴史は古く、養老年間 (717～723年 )ま で遡れる。しかし、本格的な採掘が始ま

ったのは三井鉱山に買収 (1874年 )さ れてからで、1913年 には日本最大の亜鉛鉱山に成長 した。

当時から採掘された閃亜鉛鉱に含まれていたカ ドミウムが神岡鉱山から排出されていたものと

考えられる。大正時代に既にイ病が発生していた疑いもあるが、日本中に知られるようになつた

のは戦後である。神通川の扇状地に当たる婦中町 (当 時)の開業医である荻野昇は先述の特徴的

な症状を示す患者が多いことに気付き、独自の研究を始めた。小林純 (岡 山大学)と 荻野の共同

研究によリカ ドミウム説が発表され (1960年 )、 その翌年に「イタイイタイ病の原因に関する研

究」が発表された。それを契機 として、富山県、厚生省、文部省の 3つの研究班が組織され、原

因究明のための研究が本格化 した。それらの研究成果を受けて、1968年に厚生省は「イ病の本態

は Cdの慢性中毒によりまず腎障害を生じ、ついで骨軟化症をきたし、これに妊娠、授乳、内分

泌の変調、老化および栄養 としてのカルシウム等の不足などが誘因となつてイ病という疾患を形

成 した」とい う公式見解を述べた。その間に患者 とその家族が三井鉱山を相手取 り訴訟を起し (第

1次訴訟 )、 その後も 1971年の第 7次訴訟まで続いた。1972年には環境庁のイ病認定の条件が示

された。(1)イ タイイタイ病発生地域に在住 し、カ ドミウムに対する曝露暦があること。(2)先天性

のものではなく、成年期以降に発現 したこと。(3)尿細管障害が認められること。(4)骨粗豚症を伴

う骨軟化症の所見が見られること。なお、(4)を欠く場合は将来イ病に発展する可能性があるため

に要観察者 とされた。

第 1次訴訟の第 1審は原告側の勝訴、第 2審も原告側の勝訴となった。第 2審の判決翌日に

三井金属と被害住民との間で 2つの誓約書 (「 イタイイタイ病の賠償に関する誓約書」、「土壌汚

染問題に関する誓約書」)と 「公害防止協定」力`結ばれ、すべての訴訟問題は解決 した。

水俣病と新潟水俣病

水俣病 とは新 日本空素肥料株式会社 (現チッソ株式会社)が不知火海に流 した廃液に含まれ

ていたメチル水銀により引き起こされた公害病である。一方、新潟水俣病の原因は新潟県の昭和

電工鹿瀬工場から阿賀野り||にツト出されたメチル水銀であつた。ともにメチル水銀に汚染された魚

介類を摂食 した人間がメチル水銀中毒となつた公害事件である。1956年に熊本県水俣市で発生が

確認されたため、「水俣病 |と い う名前がついた。新潟水俣病は 1965年に新潟大学医学部の椿忠

¨
Ｄ



雄らによつて発見された。

水俣病を引き起こしたチッソは第二次世界大戦後に財閥解体により設立された化学メーカ

ーで、水俣工場でのアセ トアルデヒド (C2戦0)の製造は 1932年から開始された。当時アセチレ

ンと水からアセ トアルデヒドを製造する際の触媒として硝酸第 2水銀が使われていたが、メチル

水銀はその反応過程における副生成物であつた。

水俣病の患者には感覚障害、歩行障害、視野狭窄、聴覚障害、平衡機能障害、言語障害、振

せん (無意識的な体の震え)と いったメチル水銀中毒特有の症状がみられた。メチル水銀は神経

系の特異部位 (鳥距野 :視中枢、中心前回:運動中枢、中心後回 :感覚中枢、横側頭回 :聴中枢)

に強い傷害を起こし、その結果それぞれの部位が持つ役割に応じた障害が起こる。水俣を訪れた

イギリスの神経学者 McAlpineは、水俣病の症状がハンターーラッセル症候群と類似していること

を指摘し、原因物質解明の手掛かりを示した。なお、ハンターーランセル症候群はイギリスの農薬

工場で発生した有機水銀中毒患者に現れた症候群であり、1940年 に報告されたものである。

メチル水銀は脂溶性であるために、環境中に放出された場合には生物濃縮を受けやすく、食

物連鎖の高次捕食者に高度に濃縮され蓄積される。水俣病はメチル水銀に汚染された水俣湾産の

魚介類を摂取したことにより発生した。新潟水俣病では阿賀野川で取れたニゴイ、コイ、フナ、

マルタ、アユ、ウグイなどの淡水魚を多食したためと云われている。また、水俣病においては胎

内でメチル水銀の暴露を受けた胎児性水俣病も認められている。この患者たちには知的障害、言

語障害、運動失調、四肢の変形、発育・栄養障害などの共通した症状が認められた。

一時水俣湾内の汚染魚介類の流出を防ぐために仕切り網が設置されていたが、1997年に安

全が確認されて全面撤去された。元々水俣市は熊本県の南端に位置し、不知火海に面した風光明

媚な土地である。現在、「環境・健康・福祉を大切にする産業文化都市」をキャッチフレーズに

した環境モデル都市づくりが進められている。

四日市ぜんそく

四日市ぜんそくとは、二重県四日市市で 1960年から1972年 にかけて発生した集団ぜんそく

障害である。原因は、四日市第 1コ ンビナー トから排出された亜硫酸ガスであつた。

二重大学医学部公衆衛生学教室の吉田克己によつて、ぜんそく様疾患の原因の調査が行われ、

患者の発生地区がコンビナー トの亜硫酸ガス排出源の風下にあり、亜硫酸ガス濃度とぜんそく発

作との間に高い相関があることが判明した。症状は、息苦しさ、のどの痛み、感冒、扁桃炎、結

膜炎、嘔吐、頭痛、呼吸困難などである。街には悪臭が広がり、伊勢湾では汚染された魚が獲れ

るようになり、四日市市内の漁村では漁業が衰退した。農業も同様であった。1960年 には 22,000

人いた農業従事者は5年間で 4分の 1に減少した。農業従事者の減少は全国的な傾向であつたが、

環境の悪化がそれに拍車をかけたものと考えられる。

約 5000人 の市民が四日市ぜんそくの患者となり、約 600人が公害によつて死亡したとする

説が有力である。四日市市は公害病と認定した市民に対し、市費で治療費を補償する制度を 1965

年に開始した。当時は国側に公害患者を公費で救済する制度はなく、市の試みとしては全国初で

あった。大気汚染は脱硫装置の普及と硫黄分の少ない原油への切り替えによつて改善され、さら

なる改善のために脱硫装置の開発・研究が行われている。
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東アジア「共生」の課題としての廃棄物処理と国際資源循環

日本貿易振興機構 (ジェ トロ)ア ジア経済研究所

小島 道一

東アジア諸国では、廃棄物処分場の逼迫、不適正な廃棄物処理や資源循環に伴 う環境汚

染などの問題に直面し、廃棄物処理の改善や資源循環にそれぞれ取 り組んできた。 しかし

ながら、廃棄物の処理・処分が不適切なために海ゴミの問題に各国が直面している。また、

経済統合の深化から、再生資源の貿易が盛んに行われるようになり、国際資源循環に伴 う

環境汚染への対処 しつつ資源の国際的な再生利用の促進を図つていくといつた課題を抱え

ている。そのためには、東アジアの 「廃棄物処理」や 「資源循環」を東アジア 「共生」の

課題 として捉え、東アジア諸国が協調 して対応 していく必要がある。本発表では、東アジ

ア 「共生」の課題 として、廃棄物処理や国際資源循環を位置づけ、どのような取組を行つ

ていくべきかを論 じるものである。

1.海ゴミ問題 :「共生」の課題 としての廃棄物の適正処理

東アジア諸国の海ゴミの問題は、廃棄物の不適正な投棄、適正処理のための仕組みづく

りが東アジア諸国の 「共生」の課題であることを示 している。これまでの各種の調査によ

ると、東アジア諸国で発生 し、河川に投棄されたり、海洋に投棄されたりした廃棄物は、

海流に乗 り、各国の沿岸に漂着 している。海流の流れの向きや風向きなどにより、どこの

国で廃棄されたものがどこの国に流れ着くかは、季節による海流にも影響されている。 日

本では、日本海側に流れ着く中国や韓国からのゴミが問題 となっているが、日本から発生

したゴミがハワイなど北西太平洋諸島にも流れてついている。小島・員[2007]は 、「日中韓

三カ国をふくめた北太平洋の漂着ゴミ問題では、すべての関係国が被害者であり、また加

害者である関係なのだ」と指摘 している。

日本や韓国などで行われているビーチ 。クリーン・アップで回収された廃棄物の分析か

ら、東アジア各国で、陸上で発生 した廃棄物の適切な管理をより進める必要があること、

養殖で使われる発泡スチロールなどの回収 し適切に処分する必要があることなどが明らか

となつてきている。

2。 「共生」の課題としての資源循環



日本では鉄スクラップや銅スクラップ、古紙、廃プラスチックなどの再生資源の輸出が

2000年頃から急速に拡大した。銅スクラップや廃プラスチック、古紙は、主に中国向けの

輸出であり、鉄スクラップは、中国だけでなく、韓国や台湾向けの輸出も多い。再生資源

の輸出の拡大は、日本国内の リサイクル業者は、再生資源の価格の高騰に直面し、原料を

入手できにくくなつた。その結果、廃ペ ットボ トルのリサイクル業者が倒産するなど国内

のリサイクル産業に負の影響を与えている。

一方、中国では、輸入 された再生資源に、リサイクルしにくいものが混入されていたり、

リサイクルの過程で汚染が生 じた りするなどの問題が生じてきた。中国は、有害廃棄物の

輸入を禁止するとともに、再生資源の輸入基準、再生資源の船積み前検査、輸入者や輸出

者の登録制度を設けるなど、再生資源の質を管理する方策を導入 してきている。効果を上

げていると思われる面も少なくないが、不適正な再生資源の輸入が行われていると考えら

れる。

日中間の国際資源循環により、再生資源が低コス トで有効に利用されている側面はある。

しかし、環境対策が行われ、高度な資源回収技術を持っている施設の生産が止まり、環境

対策が十分に行われていない施設での生産が拡大するとい うような事態を避ける努力が必

要である。

3.東アジア「共生」の問題に取 り組むために

このような 「共生」の課題に取 り組む、第 1歩は問題に関する共通の認識を作ることであ

る。海ゴミにしろ、国際資源循環にともなう汚染の問題にしろ、ともすれば、各国は受け

ている被害について注 目し、相手国を非難するという姿勢になりかねない。漂着ごみでは、

他国で投棄され漂着 したとみられる廃棄物のみに注目し相手国を非難することが考えられ

る。国際資源循環では、再生資源の輸出を輸入国がゴミの押 し付けであると非難できる。

逆に、再背資源の輸出国では、汚染を引き起こしながら行われている輸入国でのリサイク

ルが、輸出国のリサイクルのしくみを壊 していると非難できる。 このように相手国の問題

としてとらえ、問題を矮小化 してしまうと、真の問題解決につなげることはできない。

漂着ゴミの問題では、富山県の呼びかけで 1996年から始まった海洋ごみのモニタリング

調査は、1997年から日本以外の国の自治体も参加するようになり、2007年度には、日本

27自 治体、ロシア 2自 治体、韓国 3自 治体、中国 4自 治体が参加 し、計 83回がんでじっ

しされた。沿岸地域の住民の意識向上につながっていると考えらえる。また、JEAN/ク リ

ーンアップ全国事務局や韓国海洋救助団などの日韓両国の団体や研究者が、2005年 6月 に

対馬で海洋漂着ごみの共同調査が行われたりしている。国際的に協力 して行 う海洋ゴミの

共同調査は、海洋ごみの発生抑制のための対策を検討 し、協調 して対策を実施するための

共通認識の形成に役立つと考えられる。

国際資源循環では、不適正なリサイクルにつながるような再生資源の貿易を抑制 しつつ、
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経済の動脈部分のグローバル化に対応するため、適正な資源循環の仕組みを国際的につく

ることが必要となつている。海洋ごみの問題 と同様、東アジア諸国で共通認識をつくるこ

とが重要となる。政府 レベルでは、2004年から、年 1回のペースで、各国の有害廃棄物の

輸出入を所管 している政府担当者があつまり、情報交・意見交換が行われている。2010年

12月 にも、カンボジアのシムリアップで会議がおこなわれた。研究者のレベルでは、日本

政府の呼びかけで 2008年 6月 にジャカルタに開設 された東アジア・アセアン経済センター

(ERIA)の 3R政策に関するワーキンググループの中で、東南アジア諸国および日本の研

究者が、各国の リサイクル業者へのヒアリングを行いながら、国際資源循環のあり方につ

いて、意見交換を行つている。

単なる各国の経験の共有にとどまらず、「共生」のための問題認識を共有し、解決策を一

緒に探すような共同研究を進めていくことが、東アジア 「共生」学に求められている。
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1:NTRODUCT:ON

Currently, there is no intemational uniform definition of
"environmentally related taxes ". Pigou (1920)2 , on the
basis of explaining the external theory, proposed Pigovian
tax theory. In his view, taxes can be used to internalize
externalities and the recognition by modern public finance
that taxes can also serve other than fiscal ends, were
indicated as the main sources of origin of the idea of
linking taxes to and using taxes for specific ecological
purposes. He suggested to introduce environmentally
related taxes and to add the external cost into production
cost through the collection of environmental pollution
taxes (i.e. Pigovian taxes), in order to impel enterprises to
consider about the harm of environmental pollution, to
maintain the social output at an effective volume where
marginal social benefit equals marginal social cost, and to
make the price and marginal social cost equal, so that
Optimal allocation of social resources can be achieved. In
the International Tax Glossary (1988) 3 , the phrase
"environmentally related taxes" is defined as the tax relief
to the taxpayers who invest in pollution control or
environmental protection, or the tax levied on polluting
industries and use of pollutants. OECD defines
environmentally related taxes as any compulsory,
unrequited payment to general government levied on tax-
bases deemed to be of particular environmental relevance.
Taxes are unrequited in the sense that benefits provided by
government to taxpayers are not normally in proportion to
their payments. a

As to the role of environmentally related taxes, Baumol
and Oates (1971)5 believe that the environmentally related
taxes are the best means to minimize the social costs of
pollution. This paper describes the importance of
environmentally related taxes in two aspects. First, the
introduction of environmentally related taxes may reflect
the principles of fairness and efficiency. Levying taxes on
polluters is the performance of the principle of faimess,
which can make the tax burden on polluters in line with its
economic benefits, can make a more efficient allocation of
social resources, can impel polluters to develop and benefit

2 PigOu,A.C.(1946),The Economics of Welfare,London:

Macmillan 82 Company9 4th Edition (First Editionl 1920)
3 1ntemational Bureau of Fiscal Documentation(1988)

Intemational Tax(31ossary
4           

。ECD
httpl′′w-2.oecd.org/ecoinst/queries/Taxlnfo.htm
5 Baum01,ヽ

VLJ.and WL E.Oates(1971)`lhe USe Of Standards

and Prices for Protection of the Environment', Swedish

Joumal ofEconontics,73

from better pollution control technologies which cost less.
Second, the introduction of environmental taxes can make
the enterprises pay the appropriate costs while polluting
the environment, achieving the indirect target of
environment protection. Based on the above the role of
environmental taxes, environmentally related taxes, as a
kind of tax policy or as parts of tax policy, gain
widespread support in the world, especially in OECD
countries. As to the form of environmentally related taxes,
OECD (1996) 6 considers that environmental tax
instruments are composed of five parts, namely emission
taxes, product charges or taxes, tax differentiation, user
charges and tax relief.

Overall, the process of introduction of environmentally
related taxes in the world is accelerating, but because of
the differences of social development and environmental
issues among all countries, have different national
conditions, there is no uniform international
environmentally related taxes system design standards.
Design of environmentally related taxes in different
countries is based on energy utilization, the expected
impacts, taxpayers' bearing capacity and the ability of
collection, management and other situations, so the
environmental policies and the introduction of
environmentally related taxation categories of different
nations are very different.

This article selects three representative nations, namely
China, Korea, and Japan, to make comparison and analysis.
The second part of this article talks about the general
comparison of environmentally related revenue in those
three nations. The third, fourth and fifth parts of this article
describe the current situation in those three nations
respectively. Sixth part is the conclusion.

2 GENERAL COMPARISON OF
ENV:RONMENTALLY RELATED REVENUEIN
CH:NA,KOREA AND JAPAN

The proportion of environment-related revenue in total tax
revenue of the three countries varies widely, as shown in
Table 2-1. In Korea the proportion is the largest. From
1994 to 2007 the annual mean value wa:s 11.7o/o. 2001
witnessed the peak which was l3.l%. From 1994 to 2007,
the annual mean value of Japan was 6.36%o and in 2002-
2003 there came a peak which was 6.9%o. Compared with
Japan and Kore4 China has a extremely low environment-
related revenue ratio. From 1994 to 2007 , the annual mean
value was 0.0304yo. There are many reasons which lead to

60ECD(1996)Implementation Strategies for En宙
ronmental

Taxes,OECD,Paris.

DATABASE.
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this phenomenon. We will explain this in the analysis below.

Table 2-1 Revenues from Environmenrally Related Tbces in Percent of Tbtal Tox Revenues

1994 1995 1996 1998 1999 20flll 2001 2002 2003 2004 2005 2006

China 0018 0018 0016 0015 0014 0013 0028 0042 0042 0045 0043 0044 0041

Japan 6 67 61

Korea 107 125 115 H2 109

Source: China Statistical Y Financial Yearbook,China Tax Yearbook,IFS database,OECD/EEA database data

Note: l. Chinese environment-related taxes calculalion lacks the data from 1994 to 1999 on two items under the consumption
tax----transport equipment tax and product oil tax. As to timber processing tax and fumiture manufacturing tax, only the data of
2007 and 2008 can be available.

2. In view ofthe obtained data ofChin4 we precise to 3 decimal places.

Table 2-2 shows the Revenues from environmentally number of environmentally related taxes per capita in
related taxes per capita in China Korea and Japan. The Korea is larger, while that in China is extremely small. But
data of Japan is steady and is the largesl. The revenue of the growth rate of China is far more rapidly than that of
Korea and China is increasing at the same, and the cardinal Japan and Korea

Table2-2 Reyenues from Environmentally Related Taxes Per capita, Nominal USD

1994 1995 1996 1998 1999 201Xl 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 090 109 137 747 1119 1274 1620 2102

Jrpao 717 645 594

Korea 196 305 299 196 333 390

Source: Statistical Y China Financial Y China T ax Yearbook IFS databasc OEC )D/EEA databasc dataearbook, earbook, earbook,IFS databasc,

Note: l. Chinese environment-related taxes calculation lacks the dala from 1994 to 1999 on two items under the consumption
tax----transport equipment tax and product oil tax. As to timber processing tax and fumiture manufacturing tax, only the data of
2007 and 2008 can be available.

2. In view ofthe obtained data ofChina, we precise to 2 decimal places.

3 ENViRONMENTALLY RELATED TAXES
POLiCY:NCH:NA

3.1 The current situation of environmentally
related revenue and expenditure system

3.1.1 Environmentally related revenue and
expenditure of Chinese government

In Chin4 charges on emitted pollutant contained in central expenditure was 0.995 billion RMB, and in 2008 the
budgetary revenue and charges on emined pollutant and expenditure was 1.451 RMB. As we can see from Table 3-
urban waler resource contained in local budgetary revenue 2 and Table 3-3, public subsidy takes a small proportion of
are in the low level, as shown in Table3-l. This situation the Investrnents in dealing with industrial pollution, while
directly leads to a lowff expenditure for environment funds collected by enterprises themselves take a large
protection both in central and local budget. In 2007 the proportion, some ofwhich come from bank loan.

Table 3-l Charges on Emitted Pollutant and Urbqn Water Resource
in Central Revenue and Local Revenue
It€m 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Central Budgetary Revenue-{harges on Emitted Pollutant 0 1193 1421 1796 1850

Local Budgetary Revenue-{harges on Emitted Pollutant and Urban Water
Resource

8474 9340 10950 15191 18014 21690 23549

Sourre: Finance Yearbook ofChina 2009

Table 3-2 Investment Completed in the Treatmenl of
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Industrial Pollution This Year in China'

Year Total
Treatmcnt of Wastc

Water
Treatment of Waste

Water
Tre{tment of Solid

Wastes
Trcstment ofNokc

Pollution
Treaiment ofOth.r

Pollution

1095897 909241 114673 13692 214390

1745280 729214 657940 186967 6424 164733

2002 1883662 714935 697864 161287 10463 2991 12

2003 2218281 873747 921222 161763 10139 251408

2004 3081059 1055868 1427974 226464 13416 357335

4581908 1337146 2129571 274181 30613 810395

2006 4839485 1511164 182630 30145 782847

2007 5523909 1960721 2752642 182531 18278 606837

2008 5426403 1945977 2656986 196850 28382 598206

Source: Environment Yearbook of China

Table 3-3 Sowce ofCurrent Inyesfinent in the Tieatment oflndustrial Pollution in Chind

Ycar Total
Subsidy of Pollution emission

Expendituree
Other Fundsro

Self-financingrr

Total Domcstic Loansl2

2347894 67051 331154 1949089 125532

2001 1745280 83245 363456 1298129 671103

2002 1883662 67893 419555 1396214 435504

2003 2218281 123798 187521 1906570 250958

3081059 111312 137146 290189

4581908 206000 77765 4298142 389917

4839485 142810 155157 4541517 301030

2007 5523909 107990 156563 5259355

2008 5426403 88172 136126 5200689 306685

Source: Yearbook Of China 2009

7 i.e. the sum of the fund that corporations actually spend on the treatment of waste water, exhaust gas, solid waste, noise and
other environm€ntal pollution, such as electromagnetic wave and fetor.
8 i.e. the amount of investment that corporations actually spend on environmental treatment project during the reporting period.
The source ofthe investment fund refers to that the various capital funds that the investment unit has received in the present year
for pollurion treatment project mainly comes fiom the subsidy for the pollution charge, other government subsidies, and the
money raised by corporations themselves. All the capital funds are inv€sted during the reporting period, and the previous
investment is not included.
e i.e, the fund which is taken fiom th€ pollution charge and used to assist the corporations on pollution source treatment and
comprehensive environmental protection process.
r0 i.e. other govemment subsidies excluded liom the fund used to assist the corporations on pollution source treatment and
comprehensive environmental protection process.
tr i.e. the firnd excluded from the subsidy for pollution charge and other govemment subsidies, which includes domestic
loans(excluded from environmental protection loan), offshore fund, bank loans and so on,
r2 i.e. Ioan thal enterprises borrow liom banks for the purpose ofdealing with pollution. It is self-collected funds.
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3.'l .2 Cunent environmentally related taxation system of China

碁鼈
榊脅役賊I鳳:輔抑樅聯辮露i
protcction

Table 3-4 Environmentally Related Taxes and Rates

Name of
itrstrument

Envirollmentrlly Related Taxes and Rates

Etrt€rprise
income tgx

Income that enterprises eam from eligible environmental protection and energy and water saving can get
tax cuts or exempt fiom enterprise income tax. Enterprises which utilize resources comprehensively,
produce products which are eligible to national industrial policy rules, can count less income in calculating

enterprise income lax Enterprises' investment for special equipment for enyironmental proteclion, energy
and !,,ater saving and safety, can set tax credits in cenain ra1io.

VAT Tap water, heating, air conditioning, hot watel gas, liquefied petroleum gas, natural gas, biogas for
household use of coal products, chemical fertilizers, pesticides, plastic sheeting Rate: 13% (low).

Cotrsumption
tax

Before 2009
Rate: Leaded petrol 0.2E lran/liter, unleaded gasoline 0.2 yuan /liter, diesel 0.loyuan / Iitel kerosene 0.10
yuan / liter, naphtha, 0.20 yuan / liter, solvent oil and 0.20 yuan / liter, oil 0.20 yuan / liter, fuel oil 0.10
yuan / liter.
After January lst 2009
Rate: Gasoline, naphtha, solvent oil, and lubricating oil I yuan / liter, Diesel, fuel oil, and air kerosene 0.E
yuan / liter.
Passenger cars with cylinder capacity bclow 250 m‖ Hllters Ratc 3%

=Fp■
lg■9受 1119JⅢl望 CaP19,■ 9■ を 9_■ lJJ19r,Rate lp%

Passenger cars with cylinder capacity below 1.0 liters (including 1.0 liters) Rate l%
Passenger cars with cylinder capacity between 1.0 liters and 1.5 liters (including 1.5 liters) Rate 3%
Passenger cars with cylinder capacity between 1.5 liters and 2.0 liters (including 2.0 liters) Rate 5%
Passenger cars with cylinder capacity between 2.0 liters and 2.5 lilers (including 2.5 liters) Rate 9%
Passenger cars with cylinder capacity between 2.5 liters and 3.0 liters (including 3.0liters) Rate 12%
Passenger cars with cylinder capacity between 3.0 liters and 4.0 liters (including 1.5 liters) Rate 25%
Passenger cars with cylinder capacity above 4.0 liters (including 1.5 liters) Rate 40%
Medium-sized commercial buses Rate 5%
Disposable chopsticks Rate 57o

vehicle and
vessel usage tax

Passenger can, including trams Rate: each 60-660 yuan p€r year, ,

Trucks Rate: each year 16- 120 yuan per ton
Low-speed vehicles with three wheels Rate: each year 24- 120 yuan per ton ,
Motorcycles Rate: each 36-180 yran per year,
Ships Rate: each year3-6 yuan per ton (net tonnage)

Resourre tax

Crude E-30 ,,uan / ton
Gas 2- 15 yuan / cubic meter ofdry
Coal 0.3-5 yuan / ton
Other non-metallic ores 0.5-20 yuan / ton or cubic meter
Ferrous metal ores 2-30 yuan / ton
Non-ferrous metal ores 0.4-30 yuan / ton

Automobile
Acquisitiotr tax

Including cars, motorcycles, electric cars, trailers, farm vehicles.
Rate: l0olo each

Source: Finance Yearbook ofChina 2009

65



3.2 Earmarked purposes of environmentally
related revenue in China

At present, Chinese taxation system and charge system for
environmental protection contain less environmentally
related taxes and fees, and revenue from that is very low.
There are several reasons for this situation.
In general, the reason is that China has not earmarked a
fund for its specified purpose in environmental protection.
In other words, environment-relaled revenue is not specific
for the purpose of environmental protection, and the
expenditure on environmental protection comes from the
specialized fiscal budget. For example, in April 2007 the
Chinese central government special funds for the reduction
of major pollutants emission was set up to support the
Chinese govemmenl to deal with major tasks of reducing
pollutants emission. But there are no special taxes or
chaxges to support the special funds. Actually the funds are
transfened from fiscal revenue.

3.3 Problems in Chinese environmentally related
taxation system

As shown in Table 2-l and Table 2-2, the proportion that
revenues from environmentally related taxes take of total
tax revenues is relatively low, and revenues from
environmentally related taxes per capita are also at a low
level. That is the problem in Chinese environmentally
relaled taxation system. At present, China has no well-
founded environmentally related taxes which are
uniformly levied and are earmarked to special uses.
Environmentally relaled taxation instruments in the curent
taxation system are scattered. lacking main environment-
related tanes. The taxation system design principles are not
inclined to the protection ofthe environment. Those above
leads to the situation that the environmental protection in
Chin4 especially the achievement of emission reduction is
very limited, which is not conducive for China to achieve
the energy saving and environmental protection goals.

4 ENV:RONMENTALLY RELATED TAXAT10N
SYSTEM OF JAPAN

turning point inl990s, on the background that local
taxation autonomy had already got full aggrandizement,
Iocal govemment founded this intentional tax which is
outside the statutory. ra For example, in 2002 Mie
Prefecture was the first to introduce outside statutory lax -
industrial waste ta)q which is now carried out in 27
counties and I city in Japan (up to Aprit lst 2008). In 2003,
the Kochi Prefecture introduced forest environmental taxes,
now in Japan 30 counties have implemented that (June
2009). This paper will introduce several main taxes related
to the environment.

4.1 Environmental taxes

According to the definition of ministry of enyironment in
Japan, Japan will introduce local environmental taxes
(namely the earth warming countermeaswes tax) which
are imposed on the consumption resources and in October
201I in whole nation. With the taxes, environmental using
cost can be added into market rules, thus environmental
resources waste car be reduced. l5These taxes are levied
by local governments, and part ofthe tax revenues will be
retumed to nalional.
Environmental taxes will be imposed on gasoline and coal,
electricity, and gas etc., according to the volume of
emissions of carbon dioxide or the amount of fossil fuels.
With the introduction of environment tax, the price of
fossil fuels and electricity will increase, then the
consumption of those resources will be inhibited their
consumption, and environmental protection will be
promoted, improving the development of environmentally
friendly and energy saving products and related
technologies. Environment tax revenues will be used in the
earth warming countermeasures and relevant tax cuts

2000,4. This law translates the previous grade relationship
between central and local govemments into a fair, cooperated
relationship. Through this power separation reform, the right
on independent tax imposing of Japanese local govemments
has been enhanced.
14 

The tax outside the law refers to the taxes established in the
first powq separation reform of Japan, which is firstly put
forward by local govemment and then handed on to central
govemment for auditing and approval ( the tax item mainly
can be approved only if it commits three conditions: the tax is
too heavy; it hampers the circulation through local
govemments; it is against the economic policy made by
central govemment). This tax system reinforces the local
right on tax imposing. Th€ ta,x outside the law can be divided
into two sorts: the normal tax outside the law, which refers to
the tax without limitations on usage; the objective tax outside
the law, which is confined on the usage.1t the Environment Bureau of Japan
http://www.env.go jplpolicy/tax,/about.html.

Environmentally related taxation system of Japan is
mainly dominated by local government. Taking the
opportunity of the "first decentralization reform"ll as a

13 
On the basis ofthe Iawof local power promotion of I995,5,

the Japanese First Reform on Separation of Power was
pushed by local power promotion committee set in the
govemment, and finally established the Local Power
Promotion Law in 1997, 7 and took this law into action in

66



subsidies. As the major countermeasure of gloh waming,
the environmental tax will use three and a half years as a
cushioning period. In cushioning period the govemment
will gradually enhance its rate, and the tax will be fully
implemented in 2015.

4.2 lndustrial waste tax

Industrial waste tax is introduced on the purpose of
inhibiting the production of negative property which can
add load to environment, and its revenue will be used to
deal with industrial wastes.l6 Industrial waste tax is local
tax and is outside the statutory Since Mie Prefecture first
introduced it in April l, 2002, 27 counties have
successfully introduced environmental tax.
Means of collection are different in differenl counties.
Generally speakin& tax objects are the final industrial
wastes Taxation standards are determined mainly
according to the weight ofindustrial wastes moved into the
waste plant. The taxpayers are mainly persons who
discharge corresponding industrial wastes and the middle
processors. Tax rate is of 80_0 yen per ton(buming
heatment needed) or 1,000 yen.l7 According to Norimichi
Goishi's (2009) measurements, in 2006 the total revenue
from industrial waste taxes of 27 counties was 6.811
billion Yen, which took 0.04% of the sum of govemment
revenue in Japan.

4.3 Forest environmental tax

Forest environmental tar is levied on users of water to
ensure to prolect the water conservation and other
functions of forests, and the revenue from il is mainly used
to protect and manage forests, and it is also a local tax
mainly for the protection ofwater and forests.rE After 2000,
forest environment of Japan was deterioratin& and forest
industries met long-term downtum. The introduction of
decenaalization law makes it easier for local govemrnents
to make laws.
Mth the conditions above, forest environmental tax was
introduced. Japanese counties successively begin to
introduce forest environmental tax, in order to improve the
ability of forests to prevent globe warming, to make sure

the public functions of forests, to promote forest
constructiorL and to improve the situation of abandoned
forests. This work is going well. 30 counties ofJapan have
already introduced or have done some study on forest
environmental tax (as of June 2009). Take for example
Kochi Prefecture which is the first Prefecture in Japan to
introduce forest environmental tax in April 2003. Tax
objects are the individuals and juridical persons who own
houses and firms in the Prefecture. Taxpayers ar€ those
who pay individual Prefecture taxes and equally shared
juridical person's taxes. The tax is low, which is 500 Yen a
year. In the aspect of management and expenditure, in
order to make the expenditure clear, they usually transfer
the revenues from taxes to funds and use them to protect
and maintain foresls-

4,4 Environmentally related taxes in automobile
taxation system

Environmentally related taxes in automobile taxalion
system, as one of the measures to reduce greenhouse gas
emission in Japan, are mainly designed to reduce the tax
burden of the automobiles which have low air
displacemen! superior fuel handling ability, and less
environmental burden. At the same tim€ the taxes can also
increase the tax burden of those automobiles which do
more harm to the envirorunent after certain number of
years. re That is, by adjusting the definite rates of
automobile taxes, to reach the purpose of improving the
effrciency of fuel usage and reducing greenlouse gas
emlsslon.
Environmentally related taxes in automobile taxation
system were introduced in 2001, and were implemented in
the whole nation. For electric, natui-al gas, and methanol
etc. powered vehicles, the tax rate is 50%, and vehicle
acquisition tax rale is 97.3yo- On the other hand, for diesel
powered vehicles with more than ll years of age and
gasoline powered vehicles with more than l3 years of age,
the tax rate is l0% higher. Contents of taxes of vehicles
purchased after 2003 have changed in some aspects, but
the purpose of establishing environmentally friendly motor
automobile taxation system has not changed.

4.5 Earmarking of environmentally related taxes
for Japan

Table4-l introduces the actual earmarking of
environmentally related taxes for Japan. We can see from
the table that most environment-related revenues in Japan
are in the form of taxes. The mandatorv and earmarked

le Environment, Recycling Society and
Book ofJapan 2010.

16 Norimichi Goishi (2009) Environmenral Policies in East
Asian Big Cities, Kokusai Shoin, P202.t'The Gou"-"r"" of Inflow in Local self-goveming body
inflow: Object, Purpose, Necessity (2009) the Environment

Japan, July forth,
http://www.env.go jplcouncil/03haiki/y0320-09/matO3-09.pdf.
18 Liu Chunfa (2007) 'Forest Environmental Tax in Japan- A
Case Study of Koch i Prcfecture', World Forestry Research,
Vol. 20 No. 5.

ｒ
Ｕ

BiodiYersity White



taxes provide stable environmentally related revenue and
constant environmentally related expenditure, (as shown in

Table 2- l andTable 2-2 below), promoting the development
of environmental protection in Japan.

Table4-l Earmarking of Environmentally Related Tiues for Japan

This sheet ides details on any earmarking ofenvironmentally taxes, fees and charges.

Tax Type Share Purpose

Aircraft noise charges Fee/Charge The main purpose of this charge is financing

Automobile acquisition tax Tax 100%
All revenues are allocated to prefectural govemments'(30%) and local
govemments'(70olo) expenses for construction and maintenance.

Aviation fuel tax Tax 1000/o

All revenues are allocated to the central govemments'expenses for the
construction of airports (84.6y") and for prefectural or municipal
governments' expenditures related to airports (15.4o/o).

Charge on abstraction of water
from rivers

Fee/Charge varied according to local govemment

Fee for use ofwater in reservoirs
(dams)

Fee/Charge 100%
The revenues go the Special Account ofNational Treasury and are allocated
to the related dam construction project.

Gasoline tax Tax 100%
All revenues are allocated to the cenhal govemment's expenses for road
construction.

Light oil delivery tax Tax 100%
All revenues are allocated to prefecfural govemments'expenses for
construction and maintenance of roads.

Liquefied petroleum gas tax Tax 100%
All revenues are allocated to the central (50%) and prefectural (50%)
government expenses for road construction.

Local gasoline tax Tax 100%
All revenues are allocated to prcfectural(43%)and iOC」 (57%)
govemments'cxpenses for road construction respectivelyt

Motor vehicle tonnage tax Tax 33%
Two-thirds of the revenue from the tax is credited to the General Accounts of
the State. The remaining one-third, which is granted to local governments, is
earmarked for construction and improvement of local roads.

Petroleum and coal tax Tax 100%

The revenue from the petroleum tax is first credited to the General Accounts
ofthe State and then transferred to the Special account for measures to
improve enerry supply and demand structure, as appropriated in the yearly
budget. The
funds of the Special account for measures to improve enerry supply and
demand strucfure are used for various programs to secure a stable supply of
petroleum a to develop and introduce altemative energy sources.

Pollution Load Levy― SOx tax Tax 100%
The main purpose of this tax is to provide compensation to make up for
health damaee due to marked air pollution.

Power resources development
promotion tax

Tax 100%

Central govemment expenses for measures to promote l) the establishment
of atomic power plants, thermo-electric power plants and hydroelectric
power plants and 2) the development and inhoduction of petroleum-
substifuting electric power resources.

Source: OECD/EEA database on environmentally related taxes, fees and charges, other economic instruments and voluntary approaches used

in environmental policy and natural resources management. (2010.12)

5 ENV:RONMENTALLY RELATED TAXAT:ON
SYSTEM OF KOREA

Since the 1960s, with pursuit of rapid economic growth,
many environmental problems such as industrial
pollution, life form pollution and global environmental
problems have appeared in Korea. Since the 1980s,
problems of environmental pollution in major industrial
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areas which affect the health ofthe population have been
more and more serious. To solve this social problem and
to increase revenues, the Korean government introduced
a series of system which imposes enviroffnental charges
on specific air pollutants and watff pollulants makers,
including emission charge of gas and water emission
( l98l ), environmental improvement charge ofthe use of
fuel and water in commercial building (1991) and so

on. Environmentally related revenues account for about
307o of Korean Environment Ministry's special budget
to improve the environment2o.

5.1 Features of Korea's environmentally related
revenue

Korea's environmeotally related charge system, as
economic means for govemment to utilize market
mechanism to solve environmental problems, is different
from environmentally related taxation system. Lee (20101
'' considered that there are three main differences
between charge and 1ax. First, the tax is organized for
general funds of nation or local govemments, and charge
is organized for speci{ic public utilities fund. Second,
the taxpayers are nationals or residents, while charge
payers are the specific industry associated persons. Third,
the tax payment is based on taxpayers' capacity, and
charge payment is based on the interaction with specific
industries and the amount ofoperating expenses.

5,2 Summary of Korean environmentally related
revenue policies

Environmentally related charges of Korea are imposed
according to "Burden Funds Management Law" (2001).
The theory bases of Korean environmentally rclated
charges are Causer Pays Principle, Extended Producer
Responsibility Principle, Beneficiary Pays Principle,
Dilapidator Pays Principle and so on.

'o Kazuhiro Ueta, LEE Soo Cheol, Chen Li-chun and
Hongshi JIN (2009) 'Environmental Policy and
Environmental Public Finance in East Asia', Akihisa MORI,
Economic Development and Environmental Policy in Easr
Asia Minerva-shobo, 2009, P I 48-l 1 5

':1 LEE Soo Cheol(2010) 'The Institution ofEnvironmental
Charge in Korea', LEE Soo Cheol, The Institution of
Environmental Charge in East Asia, SHOWADO, 2OlO,
Pl6-50

Charge in Korea', LEE Soo Cheol, The Institution of
Environmental Charge in East Asi4 SHOWADO, 2010, pl8

The current environmenl-related revenue policies in
Korea are classified into categories according to
different purposes and objectives, which could inhibit
the discharge of pollutants, conserve environmental
resources and promote recycling etc. But now in Korea
there are too many environment-related policies. The
range that the policies cover widely, leading to double
taxation, while too many kinds ofpolicies increase the
difficulty of colleaion.

5.3 Earmarking of environmentally related taxes
for Korea
Environmentally related taxes that are eamarked for
special functions of Korea are less than thal of Japan,
and mainly fee collection items, just as shown in Table5-
2.

Noise Charyq 1993)
Wasre disposal chalge( 1994)
Waler quality improvement charge( 1995)
Charge on prevention ofsea pollurion (1997)
Charge on improvement of sea
environment(2001

Ertcnded
Produccr

Rcsponsibility
PrirciDle

Deposit-retund( 1992; 2002abolished)
Waste Charge( I 993)

Beneficiary
Prys Principlc Water use charge (1999,2002)

Dilapidator
Pays Principle

Charge orl Replacement Forest
Resources( I 990)

LEE Soo Cheol(2010)'The Institution of Environmental

Table 5-l Main Pays principles ofEnvironmental
Charge in Korea

Theorv Basis Charge
Causer Pays

Principl€
Water emuent charges( I 983)
Environmental Improvemeot Charye ( 1992)
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TableS-2 Earmarking of Environmentally Related Taxes for Korea
This sheet provides details on aDy earmarking of environmentally taxes, fees and charges.

Tax ■ype Share Purpose

Chsrge oh sir pollution Tak 90% The part of the revenue that accrue to cenhal govemment is
earmarked for environmeDtal invest nents-

Education tax on petroleum products Tax 100% Education purposes.

Environm.ntal Improvemcnt Chargc Fee/Charge 90% The revenue that acque to celtral govemhent is to be used for
environmental investments.

Reforestation charge (Ecosystem
Conscrvation Fe€)

Fe€/Charge 100%
The total amount offees collected is allocated to the following
yea/s budget for National Parks Authority, to prevent the
destruction of forests.

Waste disposal chlrge Fee/Charge 100% The revenues are to be used for environmental investments.

Wster effluent charges Fee/Charge 90% The part of the revenue that accrue to central govemment is
earmarked for envircffnental investments-

Water quality improvemcnt charge Fee/Charge 40%
The amount ofrevenue that accrue to central govemment is
earmarked for
environmental investments.

Water use charge Fee./Charge 100%

The revenues are to be used for supporting the establishment ard
operation ofenvironmental facilities in the upskeam regions,
resident support projects, land purchases in the Riparian Buffer
Zone, other waler quality improvements and administration.

Source: OECD/EEA database on environmentally relaled taxes, fees economic instrumentsenvironmentally relaled taxes, charges,

in environmental policy aod natuml resources management. (2010.12)

6 CONCLUS10N

This article compared and analysed the environmentally
related revenues, the implementation of environmentally
related taxes policies and their advantages and
disadvantages of Chin4 Japan and Korea. The respective
levels of economic development, the sophistication of
environmental policies, tax system and other factors ofthe
three countries lead to different policies in three countries.
In comparison, Japan does best in maintaining stable
environmentally related revenue and expenditure. Japan

also entered the implementation stage of national unified
environmentally related taxes. The principle that
environment-related revenue should be received only for
special purposes is also well presented in Korea- White the
existing system of environmentally related taxes in China
is fragmented, and the design of taxation system lacks
environmental factors, which leads the fact that the current
tax system have a limited role in environmental prot€ction,

and volunta4r approaches used

as Cui" (2010) the said that "China should lery carbon
tax at the right time and make it the main environment-
related tax, to form a taxation system whose aim is energy
saving and environmental protection, and in which all the
tax categories are associated with each other and
coordinate with each other."
This article only compares the environmentally related
taxes based on three countries' situations, and does not
step in deep analysis ofeconomic effects ofthese national
environment-related policies, which is the direction of
future research.
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中国不境保押的財政政策

首都姪丼貿易大学財政税券学院

焦建国

中国的不境保抄事立径道了 30多年的友展,取得了一定的成笏。但由子工並

化、城市化還未完成,人口圧力持鉄,資源瓶頚凸塁,不境汚染、生恣破杯的造

勢例在継銭,不境保押圧力巨大。特別是,中国的不境管理制度和政策大部分由

政府直接操作,作力行政行力通道政府体制実施,需要耗費更多的財政資源,与

財政支樟能力形成尖鋭矛盾。因此如何完善財政政策,是中国不境保押面崎的一

介重大深題。

一、財政在不保中担負着重要取責

不境保押具有公共性、外部性和隣段性。現隣段,中 国的不境汚染与生恣破

不的超勢逐在逃一歩悪化,己径到了需要高度美注和加張不境保押、加快推逃友

展模式特交的美鍵吋候,十分緊迫。長期以来的粗放型経済増掟述度依頼能源資

源消耗,一方面帯来了経済資源的巨大浪費,男一方面也造成了芦重的不境汚染

和生恣退化。単位声出的能耗和資源消耗水平明最高予国際先逃水平;資源消耗

述高相庇増加了単位 GDP的汚染物排放量;由千不境汚染所造成的経済損失憶

人。

在不保投資中,来自政府的投入是至美重要的。政府的不境保押投入具有特

殊地位和作用,一是張制,二是引尋,三是平衡。落実財政在不保中的取責,必

須完善不境保抄財政支持制度。杵道去比較分散和零碑的与不境保押有美的財政

政策遊行有数整合,通道預算、税牧、ネト貼、特移支付、財政投資等多神形式 ,

在更大疱国内友拝作用,形成有力、有数、科学、系銃的制度安引卜。

二、中国財政不境保神投入存在的主要向題及原因

長期以来,在以経済友展力目林早向的借銃友展模式下,不保投資井没有引

起政府和社会各界的充分重視,中国財政対不保持銭投入的体制保障逐没有有数

杓建起来。

1.国家財力不断増加 ,但不保投入忌量不足,所 占比重不高。投資渠道単一 ,

主要是政府的財政抜款,資金同題己径普遍成力不境治理的主要瓶頚。不保投資

井没有同歩眼上,在一給又一給固定資声投資熟潮中,対不境保押的投資不修 ,

欠敗越来越多,不境 li33題 的隠患越釈越多。
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2.不保投資結杓不合理,真正用子不境汚染治理的投資恵量校小。中国近年

来不境保押的投資占GDP的 比例迭到了 1.3%一 -1.4%,但 実際上井没有充分有数地

用到不境保押需要支持的頷域,造成我国不保投資数果大打折如。

3.地方財政投入不到位,不保投融資机制不場。日前的分税体制之下,地方

政府元暇願及地方財政不保投資的持銭増長,甚至力了保排財源反述来成力了汚

染企立的保押傘,加刷了地方的不境汚染程度。声重的是,地方政府快乏足じ的

釈扱性和激励机制来投入予不保。由千各地友展水平不平衡,中央政府的宏規凋

市能力又有限,各地区不保投資力度差昇彼大。

4.不保資金使用数率不高,投資管理方式落后,投資数果不塁著。由千鋏乏

預算釣束机制和有数的監督制度,快乏党争机制,投資方式和径菅管理方式戸重

落后,特男J是不境保榜投資数率低。

5。 企立快乏実現不保社会責任的制度安引卜,市場机制的凋市作用荘以充分友

拝。中国的不境林准及其不境制度相対千企立実現不保社会責任而吉,制度的遣

庄性彼弱,対企立的釣東和激励均不足。因此,企並的不境投資経常赴千或有或

元,或可多可少的状恣。

6.不保投融資渠道不足,財政工具的拉劫力不張。一是投資主体単一,私人

資本介入校少。二是汚染治理没施的透行没有引入市場机制。三是大部分的不境

保押法律法規快乏美子不保基拙没施市場化方面的具体内容,特別是在美系城市

不保基硼没施建没与送菅市場形成的汚染治理負責主体、声枚制度和倫格制度等

方面没有規定或規定的内容不利子市場化,盟管力度不修,造成不保投資的潜在

需求没有完全特化成有数需求。

不保投資不足的原因首先在子,不保資金需求圧力急居Jケ大,超出了国家現

有的投入能力,資金来源快乏有数的財政制度保障。一是没有建立起有利千財政

投資稔定増長的政策法規体系;二是鋏乏系統的不境保押税牧等資政策;三是在

其他不境経済政策方面,逐相当有限。如引卜汚杖交易、清浩生声等,例赴子拭点

隣段或自原行力,生恣ネト僕机制逃未形成。其次是不境保押投入主体不明碗,政

府≒企立 (市場)取責分工尚不明晰,多層次投融資机制不健全;政府同不境事

枚支J分不清,財力与事枚不匹配,彊化了地方保押主文,杓成了各象政府不能彼

好履行其不保責任的主要障碍。中央財政轄移支付也没有解決日前的地方不保投

入不足 li・3題。第二是不境保夕管理机杓取能交叉,机杓没畳不尽科学合理,政出

多日,取責不清。

三、完善不境保抄財政政策的忠体思路与建波

1.建立有数的不保投入預算保障机制,加大不境保押投入力度。一是建立K
期稔定的不保径費増長机制;二是逐歩提高政府預算中不保投資的比重;三是稔
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定長期建没国債用千不保的支出;四是増加 “不保寺項資金"投入,調整 “不保

寺項資金"的使用結杓,充分友拝財政資金的引早和示疱作用。

2.建立健全埼財力相匹配的不境保抄事杖支J分机制。一是完善体制,落実責

任,科学界定中央与地方的不境事杖;二是加快資源税改革歩伐,提高地方政府

不境保押的投入能力;三是張化地方財政対不保的預算投入;四是中央的不保特

移支付部分可考慮 “以実代ネト"的激励性方式,凋劫地方不保投入的釈板性。

3.建立健全不境財政轄移支付制度。一是改基数法力因素法,在橋移支付公

式中充分考慮不境因素,増加国土面釈、現代化指数、生恣功能等因素。二是加

張地区同基千不境因素的横向鶉移支付制度建没。升始千上世紀 90年代中期本部

対中西部地区的対日支援、需扶等挙措,但逐上升不到芦格意文上的横向特移支

付制度的居面,生恣不境服努的区域属性決定了進受益進必須付費。三是杵不保

特別是功能区作力鶉移支付制度考慮的一介重要因素。国家 “十一五"規丸J提出

的区分主体功能区的友展思路。未来庄当考慮没畳以主体功能区力対象的特移支

付科目,加大対各今主体功能区公共服各、生恣不境保伊和社会管理的財政支持。

皮当把禁止升友区与限制升友区的橋移支付放在突出位置,根据限制升友区域和

禁止升友区域的林准財政牧支差額、実施生恣不境保抄的増支減牧因素等碗定特

移支付系数和特移支付規模。

4.深化財税制度改革,加張企並的不保投入責任。企立作力不境汚染和生恣

破杯的制造主体,在不境保抄上有着不可推卸的責任。一是推逃

『

立杖改革,杵

ゲ立杖由行政申批和市場机制的 “双軌制"交力市場机制的 “単軌制"。 建波:

国家空断ゲ並杖一象市場,井建立ゲ立枚備各制度;妥善処理各美単位日前元僕

占有的ゲ立杖,径坪倍后全部逃行資声化処置,向国家数納探ゲ枚、采ゲ枚的倫

款;合理碗定国家有僕出性ゲ立枚収益中中央与地方的分配比率。二是完善相美

不境牧費政策。基本政策建波是逐歩提高引卜汚費牧費林准,使其更加反映汚染的

全社会成本。在近中期使其迷到汚染減排成本,在遍期最終使其反映汚染的全社

会成本。三是建立企立不境治理与生恣恢夏的責任共担机制。建波増加中央財政

的投入;加張地方財政的投入:ゲ山企立庇炊企立梢告牧入中提取一定比例資金 ,

列入成本,寺 1司 用予ゲ山生恣不境ネト僕,当年実際友生的ゲ山不境治理費用沖減

預提的費用。

5.逃一歩完善多方参均机制,多渠道等集不保資金。一是釈扱推逃不保投資

PPP模式 (公私合作),二是釈扱利用清清友展机制促逃不保等資和投資,三是

ダ大政策性金融融資支持,四是完善政府録色采殉制度。
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